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はじめに 

令和元年 10 月 6 日に南鳥島近海で発生した令和元年台風第 19 号≪令和元年東日本台風≫は，同月

12 日に大型で強い勢力のまま伊豆半島に上陸した後，関東甲信越地方，東北地方を通過し，東日本を

中心に広い範囲で記録的な大雨をもたらした。その結果，全国で死者 91 名，行方不明者 3 名という

甚大な被害が発生した。鳴瀬川流域では，6雨量観測所と 11水位観測所で既往 1位の雨量や水位を観

測した。また吉田川では約 27㎞にわたり計画高水位（HWL）を超過し，33箇所で越水，溢水が生じた。

このうち 1 箇所では堤防の決壊に至り，約 680 戸が浸水する等の甚大な被害を受けた。しかし，約

5,540 ha に及ぶ地域が浸水しながらも，幸いなことに一人の犠牲者も出なかった。これは，今回被害

を受けた旧品井沼周辺の低平地は古くからの水害常襲地帯であり，これまでの水害との戦いから得ら

れた経験や知恵を受け継いできたことが大きな要因であると考えられる。これに加えて，昭和 61 年 8

月の大洪水を契機とする「水害に強いまちづくり」に取り組んできた効果の発揮によるところも大き

いのではないかと推察される。 

昭和 61 年 8 月洪水では堤防が 4 箇所で決壊し，鹿島台町（現大崎市）の中心部は冠水により壊滅

的な被害を受けた。その教訓から国，県，地元の鹿島台町，大郷町，松島町で「水害に強いまちづく

り基本構想」を策定し，全国初の「水害に強いまちづくりモデル事業」に指定された。この基本構想

では，将来，河川施設の能力を超過する洪水が発生することを念頭に「洪水氾濫等に対して，被害を

最小限にとどめる為の堤内地における水防災施設の整備等構造的対策（＝ハード対策）の他，避難シ

ステムの整備や氾濫域における住まい方等非構造的対策（＝ソフト対策）が，地域合意のもとに，国，

県，町（市・町）及び地域住民が一体となって総合的に実施」することを「水害に強いまちづくり」

の理念とする先進的な取り組みであった。モデル事業として，二線堤や排水施設等のハード対策と防

災情報システム構築等のソフト対策を実施してきた。 

今般，この地域で再び甚大な浸水被害は発生した。今後の減災対策を検討する上で，これまでの「水

害に強いまちづくりモデル事業」の検証が不可欠である。そこで，鳴瀬川等大規模氾濫時の減災対策

協議会の下に『令和元年台風第 19 号による大規模浸水被害対策分科会』を組織し，今次水害を踏ま

えた「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証と課題の整理を行い，国・県・市町など地域が連携

し，一体となった今後の減災対策に資する提案を検討した。 

本資料は，分科会における検討内容と今後の減災対策である『吉田川·新たな「水害に強いまち

づくりプロジェクト」』に加え，「流域治水」の観点を踏まえた本プロジェクトの今後の方針と

展望までを取りまとめたものである。この分科会で取りまとめた成果が，この吉田川流域で実現

されていくことを望むとともに，我が国の「流域治水」の一助となれば幸いである。 

令和 4年 3月 

令和元年台風第 19号による大規模浸水被害対策分科会座長 

 日本大学工学部土木工学科 梅田 信 
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１.『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』とビジョン 

昭和６１年８月洪水で甚大な浸水被害を受けた大崎市（旧鹿島台町）、大郷町、松島町では、全

国初となる「水害に強いまちづくりモデル事業」を実施してきた。このモデル事業は、二線堤の

構築やハード・ソフト対策を関係機関と地域住民が一体となって実施する、現在の「流域治水」

の考え方を先取りした取り組みであった。 

今般この地域では、令和元年台風第１９号により再び甚大な浸水被害が発生したことから、本

分科会では、今次水害を踏まえた「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証と課題整理を行い、

国・県・市町など地域が連携し、一体となった今後の減災対策に資する提案を６本の柱からなる

『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』として取りまとめ、より水害に強いま

ちづくりを目指すこととした。 

表 １-１ 『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』の６本の柱 

取組メニュー 取組内容 

Ⅰ.治水安全度の向上 再度災害の防止に向け、河川の水位を低下させる対策等 

Ⅱ.氾濫拡大の防止 大規模な内水の氾濫を抑制し、被害を最小限にとどめる対策 

Ⅲ.避難地警報システム 避難地、避難路の整備、および避難に資する情報・警報システム

Ⅳ.氾濫水排除の迅速化 湛水の長期化を抑制する強制排水機能向上対策等 

Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導 水害に強い土地利用等再構築 

Ⅵ.新たな減災・ソフト対策 
「水害に強いまちづくりモデル事業」策定以降に、新たに取り組

まれてきた減災対策の推進 

その一方で、気候変動による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、大規模氾濫被害の最小化に向け

たより水害に強いまちづくりの実践が求められている。そのためには、流域のあらゆる関係者が

協働してハード・ソフト一体で多層的に進め

る「流域治水」の観点でこのプロジェクトを

深化させ対応することが重要となる。 

流域治水の考え方を踏まえて『吉田川・

新たな「水害に強いまちづくりプロジェク

ト」』を深化させるためには、新たな利害関

係が形成されることも想定され、広域かつ

多方面の関係者を交えた議論・合意形成が

課題となる。そこで、流域全体で目指すべ

き将来像を明確にするため、プロジェクト

のビジョン（展望）を設定し共有を図る。                     

図 １-１「流域治水」対策を吉田川でイメージ

プロジェクトのビジョン（展望） 

流域のあらゆる関係者が協働し、将来起こりえる災害に対して地域特性に即した

効果的な施策を実施し、人命と地域の生業を守り、安全・安心な社会を形成する
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このビジョンを達成するためには、本プロジェクトで位置付けた取組メニューの推進が必要で

あるが、一方で引き続き検討すべき課題も残っている。これらの課題を解決し、本プロジェクト

の着実な推進を図るために、「流域治水」によるプロジェクト推進の観点（強靱性・持続可能性・

包摂性）を踏まえた、ビジョン達成への方向性を明確にし、これまでの枠組みを発展させた新た

なステージで実践する。

以上をとりまとめ、本分科会の最終成果とした。 

図 １-２ ビジョン達成への方向性 

図 １-３ 流域視点に立った協議・推進体制のイメージ
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２.昭和６１年８月洪水を契機とした 

「水害に強いまちづくりモデル事業」の概要

昭和６１年８月洪水を受けて、「吉田川激甚災害対策特別緊急事業（激特事業）」による治水対

策が行われる一方で、「超過洪水対策及びその推進の方策について」の河川審議会答申が出され、

昭和６３年度に「水害に強いまちづくりモデル事業」制度が創設された。 

これを受けて、水害に強いまちづくり研究会の設立、翌平成元年度に旧鹿島台町（現大崎市）・

大郷町・松島町がモデル事業指定及び「水害に強いまちづくり事業推進協議会」が設立された。

翌平成２年度には吉田川激特事業、非常用排水樋管（志田谷地）が竣工し、防災行政無線受信機

の全戸設置が完了した。さらに平成６年度からは、二線堤や水防災拠点の整備が開始され、平成

１３年度には水防災拠点（盛土）が完成、平成２５年度には二線堤・国道３４６号鹿島台バイパ

ス兼用区間、平成２８年度には二線堤現道嵩上拡幅区間の供用が開始された。 

「水害に強いまちづくりモデル事業」は、現在の「流域治水」の考え方を先取りした画期的な

取り組みであった。 

「水害に強いまちづくり」構想の概念 

水害に強いまちづくりとは、洪水氾濫等に対して、被害を最小限にとどめる為の堤内地に

おける水防災施設の整備等構造的対策の他、避難システムの整備や氾濫域における住まい

方等非構造的対策が、地域合意のもとに、国、県、町（市・町）及び地域住民が一体とな

って総合的に実施されるべきものである。 

「92 建設行政ハンドブック」より 

水 害 に 強 い ま ち づ く り モ デ ル 事 業 

（直轄及び補助） 

（河川局治水課） 

【目  的】 

地形条件等により洪水によって壊滅的な被害を受ける恐れがある地域において

は、堤防の整備と併せて地域全体を水害に強い形態に変えていく必要がある。 

本事業は、二線堤、輪中堤等の施設を総合的に整備することにより、水害に強い

まちづくりを推進し、地域の壊滅的な被害を防止しようとするものである。 

【事業の内容】 

側帯、二線堤、輪中堤、避難地、避難路の整備、土地利用計画との調整、道路等

の嵩上げ、警戒避難システムの整備等 

【採択基準】 

地形条件等により、壊滅的な被害を受けた地域及びその恐れのある地域 

【負担率及び補助率】 

直轄河川改修費、河川改修費補助の中で実施 

【沿  革】 

昭和 63 年度 制度創設 
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図 ２-１ 昭和６１年８月洪水による被害状況 

吉田川洪水の記録（旧鹿島台町）および昭和 61年 8 月洪水記録（建設省北上川下流工事事務所）に加筆 

6



図 ２-２ 「水害に強いまちづくりモデル事業」構想 概念図
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鳴瀬川・吉田川・鶴田川改修の計画的促進
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とどめるための施策

市街地および周辺集落
の整備

①避難警報等
（人命を守る）

②氾濫拡大防止施設
（被害の拡大防止）

③土地利用
（住まい方等水害に強い土地利用）

④側帯等の整備
（堤防強化、水防強化）

⑤氾濫水排水の迅速化

市街地整備の方向

周辺集落の整備の方向

避難地・避難路整備

避難システムの整備 （防災無線を利用した、末端家庭への警報システムの確立）

中心市街地を守る

小分割して被害の拡大防止を図る
（被害増大の程度）

二線堤等
場合によっては被害の増大
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バックアップ制度の拡充

側帯の整備

非常排水樋管の設置

低地域への無秩序な市街地拡大防止

活力ある快適生活拠点都市の形成 交通体系の改善

・安全で快適な市街地の形成
・生活環境の整備充実
・産業の振興

当面の施策

中長期的視点に
立ったの施策

被害の拡大を防止するための、適正な土地利用の誘導（規制）

地上げ等による現地整備

ハード整備

ソフト整備

「水害に強いまちづくり」基本構想（平成元年３月）より抜粋・着色 ※図中の丸数字は、平成28年度連絡会議における事業メニュー番号を記す

①②

③

④⑤⑦

⑥

⑧⑨⑫

⑩⑪

⑬

⑭

⑭

⑮⑯

（将来的な施策）

➊

➋

➌
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表 ２-１ 「水害に強いまちづくりモデル事業」の主な経緯 

図 ２-３ 「水害に強いまちづくりモデル事業」の構成イメージ

S61
年度

S63
年度

H1
年度

H2
年度

H6
年度

H8
年度

H9
年度

H13
年度

H14
年度

H25
年度

H28
年度

「
吉
田
川
激
甚
災
害
対
策
緊
急
特
別
事
業
（
激
特
事
業
）
採
択

61
年
洪
水
（
8
／
5
）

非
常
用
樋
管
（
内
浦
）
竣
工

「
水
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
」
策
定

「
水
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
モ
デ
ル
事
業
」
制
度
創
設

「
水
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
推
進
協
議
会
」
設
立

防
災
行
政
無
線
受
信
機

全
戸
設
置
完
了

非
常
用
排
水
樋
管
（
志
田
谷
地
）
竣
工

「
吉
田
川
激
特
事
業
」
竣
工

水
防
災
拠
点
整
備
着
手

二
線
堤
事
業
着
手

耐
水
型
地
域
整
備
事
業
盛
土
工
事
着
手

水
防
災
拠
点

簡
易
ヘ
リ
ポ
ー
ト
設
置

総
合
的
な
冠
水
被
害
軽
減
対
策
計
画
策
定
（
大
崎
市
）

耐
水
型
地
域
整
備
事
業

中
止
決
定

水
防
災
拠
点

盛
土
完
成

二
線
堤
（
バ
イ
パ
ス
検
討
区
間
）
一
部
開
通

二
線
堤
（
バ
イ
パ
ス
兼
用
区
間
）
開
通

二
線
堤
（
現
道
嵩
上
拡
幅
区
間
）
供
用
開
始
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表 ２-２ 「水害に強いまちづくりモデル事業」の施策（平成２８年度 連絡会議時点） 

事業メニュー 事業の内容
事業種別 事業主体

具体的な事業 実施状況
ﾊｰﾄﾞ ｿﾌﾄ 国 県 市

1)
治水安全度の
向上

①
吉田川・鳴瀬川の改
修事業

● ●

・激甚災害対策特別緊急事業
・河川改修事業
鳴瀬川中流地区河川改修事業
吉田川中流地区河川改修事業
鳴瀬川河口部河川復旧・復興事業

・完成（S61～H2）
・実施中（H15～）

・堤防の嵩上げ，腹付け，及び河道掘削等

・鳴瀬川中流地区河道掘削及び堤防拡築
・吉田川中流地区河道掘削

②
高城川水系鶴田川の
改修

● ● ・中小河川改修事業 ・実施中
・平成8年に越流堤のフェーシングを完了

③ 側帯の整備 ● ● ・15箇所 ・5箇所完成
堤防の安全・強化，緊急時に使用するための土砂の備蓄，さらに環境保全
※主目的：一次避難地

2)
氾濫拡大の防
止

④ 二線堤の建設（吉田
川の破堤時に家屋約
860戸、230haの浸水
を解消）

● ● ●
・二線堤と国道346号バイパスの共同事業
・市街地側嵩上拡幅区間

L=4,120m
L=635m

二線堤バイパス区間 平成25年3月に供用開始
内ノ浦交差点より市街地側嵩上拡幅区間 平成28年3月末完成

⑤ ● ● ・二線堤 河川単独区間 L=1,100m
二線堤河川単独区間 L=1,100m（済） 土堤部のみの区間
二線堤（河川管理用通路・バイパス） L=1,500m 休止

⑥
二線堤整備を行って
も氾濫水の影響が残
る地区に対する対策

● ●
・基金の創設
・民間補償制度の活用の推奨
・宅地関連補償制度の活用

・大崎市災害見舞金
・既存制度を活用
・既存制度を活用

・居宅が全壊・流失→5万円，居宅が半壊・床上浸水→3万円
・被災者生活再建支援制度
・災害救助法による住宅応急修繕

⑦
氾濫流制御施設（耐
水型地域整備事業）

● ● ・県道等の嵩上げ
・完成（H4～H11）
L=417m

主要地方道石巻・鹿島台・大衡線の大館下地区の築堤完了

3)
避難地警報シ
ステム

⑧ 水防災拠点 ● ● ・1箇所 ・H28完成
基盤整備、ヘリポートの整備済（臨時ヘリポートとして登録済み）
志田谷地水防倉庫（大崎市） （H25）

⑨ 避難路 ● ● ● ●
・国・県：二線堤（河川管理用通路

・バイパス）の確保
・市：市道の整備（志田谷地3号線）

・実施中（休止）

・完成

二線堤（河川管理用通路・バイパス） L=1,500mの休止

水防災拠点（下志田）に至る市道をほ場整備事業により拡幅

⑩
地域防災情報システ
ム

● ●
・防災行政無線の整備
・洪水ハザードマップの作成・配布

・H2整備
・H7,H29作成・配布

防災行政無線 親局1局・固定系屋外小局5局

⑪
国土交通省～大崎市
鹿島台総合支所館の
情報システム

● ● ● ・ホットラインの整備 ・整備済

河川情報カメラ・光ファイバー設置
国土交通省（北上川下流河川事務所）と大崎市間で、情報システムを整備

⑫ 被災者救助システム ● ● ・水防災拠点のヘリポート利用空間整備 ・H28完成 航空法第７９条に基づき臨時ヘリポートとして登録済

4)
氾濫水排水の
迅速化

⑬ 非常時排水システム ● ● ●
・国：非常用排水樋管2箇所
・県：浸水しない排水機場整備

・完成
・完成

非常用排水樋管：吉田川内浦樋管、吉田川志田谷地排水樋管
宮城県：山王江排水機場、品井沼排水機場、志田谷地排水機場

5)
適正な土地利
用の誘導

⑭ 開発規制条例の指導 ● ●
・開発規制条例の施行
・宅地嵩上げの推奨
・住いの工夫

・未成 開発規制の区域指定は難しく、宅地造成等の開発は民活にゆだねる
建築確認申請の際に、宅地嵩上げ等を指導
住宅リフォーム助成事業を活用して住まいの工夫を啓発

6)
治水の道ネッ
トワークの整
備

⑮
治水の歴史と良好な
水辺空間の活用

● ● ● ●

・地域交流ネットワーク
（治水の道ネットワーク：二線堤含む）

・交流拠点の整備

・完成

・完成

鎌田記念ホール、二線堤、水防災拠点、鳴瀬川・吉田川の良好な水辺空間
を結ぶ道路を、サイクリング道路及び遊歩道として活用
鎌田記念ホール（メインアリーナ・多目的ホール・トレーニングルーム・
鎌田三之助展示室）、野球場、テニス場等の屋外施設等の整備

7)
活力ある快適
生活拠点都市
の形成

⑯
水害に強い地域構造
の形式及びこれを核
としたまちづくり

● ●
・都市、河川、道路を有機的に結びつけた
まちづくり行政

・完成

鹿島台駅周辺地区整備事業～駅舎改築、東西自由通路新設、駅前広場整備、
駐輪場整備、駅東東西線整備(1) 等
鹿島台駅東地区整備～駅東東西線整備(2)、土地区画整理事業

9



図 ２-４ 「水害に強いまちづくりモデル事業」メニュー
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３.鳴瀬川水系における令和元年台風第１９号≪令和元年東日本台風≫ 

に伴う出水概要 

（１）鳴瀬川水系の降雨状況 

令和元年台風第１９号の影響により東北地方の太平洋側で非常に激しい降雨となり、鳴瀬川水

系流域６観測所において、既往１位を観測した。 

鳴瀬川上流青野雨量観測所では、総降雨量は４００mm を超える降雨となった。 

仙台管区気象台は、１０月１２日１９時５０分、宮城県に大雨特別警報を発表した。 

表 ３-１ ２４時間雨量（観測所雨量） 

※上記に記載の日時は、24 時間雨量観測範囲の開始時間 

※24 時間雨量は観測期間のうち、24 時間雨量が最大となる期間としている。 

図 ３-１ 雨量観測所位置図 図 ３-２ 等雨量線図 

観測所名 小野田 升沢 寒風沢 北川内 青野 半森山 明石 難波 嘉太神

読み おのだ ますざわ さぶさわ きたかわうち あおの はんもりやま あかし なにわ かだいじん

水系名 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川

河川名 鳴瀬川 花川 田川 田川 大滝川 筒砂子川 西川 南川 吉田川

加美町 大和町 加美町 加美町 加美町 加美町 富谷市 大和町 大和町

内谷地 吉田字升沢 宮崎字寒風沢六番 北河内字藁野 字鹿原小梨沢 字漆沢岳山国有林 明石字西ノ入 宮床字新田下 吉田字大森

平成23年9月20日22時 平成27年9月10日2時 平成27年9月10日5時 平成27年9月10日7時 昭和61年8月4日12時 平成11年8月13日6時 昭和61年8月4日13時 平成27年9月10日8時 平成27年9月10日7時

236 312 241 227 297 230 299.5 329 327

既往１位 既往１位 既往２位 既往３位 既往１位 既往１位 既往３位 既往１位 既往１位

令和元年10月12日3時 令和元年10月12日4時 令和元年10月12日5時 令和元年10月12日3時 令和元年10月12日4時 令和元年10月12日5時 令和元年10月12日3時 令和元年10月12日3時 令和元年10月12日4時

238 388 208 165 402 271 242 348 374

総降雨量(mm) 245 402 217 172 410 276 252 358 386

所在地

既往最高

R1.10.12洪水
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（２）鳴瀬川水系の水位状況 

鳴瀬川流域の鳴瀬川・吉田川・善川・竹林川の１６観測所のうち、１１観測所で観測史上第１

位の水位を観測した。吉田川筋の観測所では、６観測所において計画高水位（ＨＷＬ）を超過し

た。 

表 ３-２ 水位状況一覧 

※最高水位は正時の水位による比較となっている。 

図 ３-３ 水位観測所位置図 図 ３-４ 吉田川の氾濫状況

観測所名 高倉橋 三本木橋 下中ノ目 野田橋 竹谷 鹿島台（鳴瀬） 小野（鳴瀬） 野蒜

読み たかくらばし さんぼんぎばし しもなかのめ のだばし たけや かしまだい おの のびる

水系名 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川

河川名 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川

位置 右39.26K 左35.61K 右30.02K 右24.60K 左17.24K 右8.99K 右4.18K 右0.50K

所在地 大崎市三本木 大崎市三本木 大崎市松山下 大崎市松山千石 美里町 松島町 東松島市川下 東松島市野蒜

計画高水位（HWL） － 7.97 8.47 7.88 － 9.41 6.70 4.95

はん濫危険水位 － 6.40 7.80 6.70 － 8.50 － －

避難判断水位 － 6.00 － 6.40 － 7.90 － －

はん濫注意水位 － 5.00 5.50 4.50 － 5.50 － 3.00

水防団待機水位 － 4.00 4.00 4.00 － 4.50 － 2.40
平成27年9月13日3時 昭和25年8月4日12時 平成27年9月11日5時 平成27年9月11日6時 平成27年9月11日7時 平成27年9月11日9時 平成6年9月30日18時 平成23年3月11日16時

9.13 7.60 7.23 6.71 7.01 8.21 6.05 5.96
令和元年10月13日3時 令和元年10月13日4時 令和元年10月13日5時 令和元年10月13日7時 令和元年10月13日7時 令和元年10月13日9時 令和元年10月13日6時 令和元年10月13日3時

9.44 7.15 7.40 6.74 7.26 8.24 5.37 3.74

既往１位 既往２位 既往１位 既往１位 既往１位 既往１位 既往９位 －

－ － － － － － － －

既往最高

R1.10.12洪水

観測所名 高田橋 落合 粕川 幡谷 鹿島台（吉田） 小野（吉田） 塩浪 新田橋

読み たかだばし おちあい かすかわ はたや かしまだい おの しおなみ にったばし

水系名 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川 鳴瀬川

河川名 吉田川 吉田川 吉田川 吉田川 吉田川 吉田川 善川 竹林川

位置 左31.74K 右27.92K 右20.31K 左13.60K 左8.99K 左4.04K 左3.50K

所在地 大和町 大和町 大郷町 松島町 松島町 東松島市川下 大衡村 富谷市三ノ関

計画高水位（HWL） － 7.41 8.32 8.91 8.44 6.28 5.57 2.91

はん濫危険水位 － 7.30 8.20 － 7.90 － 4.50 2.90

避難判断水位 － 6.80 8.00 － 7.40 － 3.80 2.30

はん濫注意水位 － 5.00 5.70 － 5.80 － 2.60 1.80

水防団待機水位 － 4.00 4.00 － 4.00 － 1.90 1.30
平成27年9月11日3時 平成27年9月11日6時 平成27年9月11日8時 平成27年9月11日9時 平成27年9月11日9時 平成23年3月11日16時 平成27年9月11日4時 平成27年9月11日4時

6.10 8.88 9.36 9.43 7.96 6.23 5.69 4.02
令和元年10月13日5時 令和元年10月13日4時 令和元年10月13日4時 令和元年10月13日5時 令和元年10月13日5時 令和元年10月13日6時 令和元年10月13日2時 令和元年10月13日1時

6.18 8.41 9.92 10.70 8.67 5.67 5.77 4.12

既往１位 既往２位 既往１位 既往１位 既往１位 既往２位 既往１位 既往１位

－ HWL超過 HWL超過 HWL超過 HWL超過 － HWL超過 HWL超過

既往最高

R1.10.12洪水
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（３）吉田川の水位・雨量 

吉田川の水位観測所では、約２７km の区間で計画高水位（ＨＷＬ）を上回る水位を観測した。

「昭和６１年８月洪水」、「平成２７年９月関東・東北豪雨」の洪水波形と比較すると、水位が急

激に上昇している。 

図 ３-５ 吉田川 主要地点の水位（１）
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図 ３-６ 吉田川 主要地点の水位（２）
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（４）浸水被害範囲 

令和元年台風第１９号の影響により吉田川では、３３箇所で越水・溢水が発生した。このうち１箇所が堤防決壊に至り、約５,５４０ha と広い範

囲に浸水が広がった。 

図 ３-７ 吉田川堤防決壊・越水・溢水箇所（令和元年台風第１９号） 

1
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（５）氾濫状況 

図 ３-８ 令和元年台風第１９号浸水状況

1
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図 ３-９ 浸水被害状況 

吉
田
川→

 

水防災拠点 

水防災拠点への避難状況

道路啓開作業の様子 町道側溝からの土砂吐き出しの様子

水防災拠点への避難状況

水防災拠点 

ホースブリッジにより、生活道路機能

を確保しながら排水を実施 

照明車を動員し、夜間を

通して排水を実施 

内浦排水樋管付近の浸水状況 二線堤周辺の様子

品井沼遊水地 

内浦排水樋管 

二線堤（河川単独区間） 
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図 ３-１０ 「昭和６１年８月洪水」と「令和元年台風第１９号」の浸水区域の比較 
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４.本分科会の位置付け 

「令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科会」は、令和元年台風第１９号を契機

に、鳴瀬川等大規模氾濫時の減災対策協議会の下に組織（R1.11.12 設置）された。 

分科会では、より水害に強いまちづくりの推進を図ることを目的に、アンケート調査や聞き取

り調査を用いた定性的なアプローチと水理解析モデルを用いた氾濫被害特性・水害リスク評価等

の定量的なアプローチから、今次水害を踏まえた「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証と

課題整理を行い、国・県・市町村など地域が連携し、一体となった今後の減災対策に資する取組

メニュー等の提案を取りまとめた。 

また、分科会における検討内容と今後の減災対策である『吉田川·新たな「水害に強いまちづく

りプロジェクト」』に加え、「流域治水」の観点を踏まえた本プロジェクトの今後の方針と展望

までを取りまとめたものである。 

本分科会の検討成果は、減災対策協議会に報告するものである。 

図 ４-１ 分科会の位置付け 
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また、『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』の推進体制は、本分科会と基

本構想の実現化・事業調整を担う「推進実務者会議」で構成している。また、各自治体のプロジ

ェクト実施メニューを確実に実施することを目的とした国土交通省が組織する「流域治水調整会

議」や自治体独自の取組、関係機関連携による取組とも情報共有を図りながら推進する。 

図 ４-２ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」推進体制
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令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科会 規約 

（名称） 

第１条 この取組は、鳴瀬川等大規模氾濫時の減災対策協議会(以下「協議会」)の下にお

くものとし、「令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科会」（以下「分

科会」）と称する。 

（目的） 

第２条 吉田川とその北側に広がる丘陵地に囲まれた旧品井沼周辺の低平地は、古くから

水害に悩まされた地域である。 

昭和６１年８月大洪水での被害を教訓として、地域が大洪水に陥っても被害を

最小化する「水害に強いまちづくり事業」を行っている。 

今般の令和元年１０月台風１９号で再び大規模な浸水被害（以下、今次出水）

が生じたことから、その検証と課題整理を行い、国・県・市町村など地域が連携

し、一体となった今後の減災対策に資する提案を取りまとめ、「水害に強いまち

づくり事業」の推進を図ることを目的とする。 

（分科会の構成） 

第３条 分科会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２  分科会に座長を置くこととし、座長は分科会の運営と進行を総括する。 

３  分科会の招集は事務局が行う。 

４  分科会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、

調整等を行うことを目的とし、結果については協議会へ報告するものとする。 

５  分科会は第１項による者の他、必要に応じて別表１にある者以外の者(学識経験者

等)の参加を分科会に求めることができる。 

（分科会の実施事項） 

第４条 「水害に強いまちづくり事業」について、今次出水についての検証・課題整理を

行い、実効性のある提案を取りまとめる。 

１） 水害に強いまちづくり事業の検証 

２） 今次出水を踏まえた課題の整理 

３） 地域が連携し一体となった減災に向けた提案 

４） 水害に強いまちづくり事業の推進 

（幹事会の構成） 

第５条 分科会の下に幹事会を置く。 

２  幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３  幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４  幹事会は、分科会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、

調整等を行うことを目的とし、結果については分科会へ報告するものとする。 
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５  幹事会は第２項による者の他、必要に応じて別表２にある者以外の者(学識経験者

等)の参加を幹事会に求めることができる。 

（会議の公開） 

第６条 分科会は原則公開とする。ただし、実施内容によって、分科会に諮り、非公開と

することができる。 

２  幹事会は原則非公開とし、幹事会の取りまとめ結果を分科会へ報告することによ

り公開とみなす。 

（事務局） 

第７条 分科会及び幹事会の庶務を行うため、北上川下流河川事務所に事務局を置く。 

（雑則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については分科会及び幹事会で定める

ものとする。 

（附則） 

第９条 本規約は、令和元年１１月２２日から施行する。 

令和 ４年 １月２８日  改定 
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別表１ 

分科会 

構成員 

(座長) 

日本大学工学部土木工学科   梅田 信 准教授 

(構成員) 

大崎市長 

松島町長 

大郷町長 

鶴田川沿岸土地改良区理事長  

宮城県 河川課長 

宮城県 仙台土木事務所長 

宮城県 北部土木事務所長 

国土交通省東北地方整備局建政部長 

国土交通省東北地方整備局河川部長 

国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所長 

事務局  国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所 

別表２ 

幹事会 

構成員 

大崎市 防災安全課長 

松島町 総務課危機管理監 

大郷町 総務課長 

鶴田川沿岸土地改良区 総務課長 

宮城県 河川課 技術補佐（総括担当） 

宮城県 仙台土木事務所 河川部長 

宮城県 北部土木事務所 副所長 

国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所 副所長 

国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所 鹿島台出張所長 

事務局  国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所 
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５.本分科会の検討経緯・主要意見 
分科会の検討経緯 

「令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科会」は、令和元年台風第１９号で大規

模な浸水被害が生じたことを受けて、「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証と課題整理を

行い、国・県・市町村など地域が連携し、一体となった今後の減災対策に資する提案を取りまと

め、「水害に強いまちづくり事業」の推進を図る事を目的に令和元年１１月に組織され、令和元

年度に３回、令和２年度に２回（うち１回は書面開催）、令和３年度に３回開催された。 

令和元年度は、早期にプロジェクトをとりまとめ、事業を開始することを目的に、災害対応を

行った行政関係機関、水防団、および行政区長に対するアンケート・聞き取り調査を行い、「水

害に強いまちづくりモデル事業」の整備効果や課題を定性的に評価した。そこから今後の事業メ

ニューを抽出して吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」のとりまとめを行い、

緊急治水対策プロジェクトとして発表した（令和２年１月３１日）。 

ただし、定性的な評価に基づく計画であるため、中間とりまとめと位置付け、令和２年度以降、

「水害に強いまちづくりモデル事業」の定量的な評価を行い、最終的なとりまとめを行うことと

した。 【第１回～第３回分科会】 

令和２年度は、令和元年度の分科会意見を踏まえ、「水害に強いまちづくりモデル事業」の氾

濫被害対策の効果や課題を定量的に評価することを目的として、水理解析モデル（氾濫解析モデ

ル）を構築し、令和元年台風第１９号における氾濫被害の地域特性を把握してモデル事業を定量

的に評価した。また、被災した住民を対象に、アンケート・聞き取り調査を実施し、この地域で

優先的に対応すべき洪水被害事象を把握した。 

なお、コロナ感染状況の拡大を受け、第４回分科会は書面開催、第５回分科会はＷｅｂ参加併

用形式をとった。 【第４回～第５回分科会】 

令和３年度は、令和２年度の分科会意見を踏まえ、水理解析モデルの拡張を行い、氾濫被害対

策の定量評価を行うとともに、アンケート・聞き取り調査から再建への支障要素や対策目標を分

析し、「中間とりまとめ」からのメニュー更新を行った。 

さらに、プロジェクトのビジョン（展望）ならびにビジョン達成の方向性までを示し、『吉田

川・新たな「水害に強いまちづくりプロエジェクト」』として発表した（令和４年３月２８日）。 

 【第６回～第８回分科会】 
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図 ５-１ 分科会の流れ

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」
中間とりまとめ

令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科会 設立

モデル事業の効果・課題の検証および取組メニューの一次設定

①令和元年台風第１９号における「水害に強いまちづくりモデル事業」の効果・課題の調査
（アンケート・聞き取り調査）

②「水害に強いまちづくりモデル事業」の効果・課題の検証（定性評価）
③効果・課題を踏まえた新たな取組メニューの抽出および一次設定

氾濫被害特性・水害リスクの評価
（定量評価）

洪水被害からの再建ボーダーライン分析
（定性評価）

①氾濫解析モデルの構築（左岸氾濫）
②令和元年台風第１９号における

氾濫被害地域特性の評価

③氾濫解析モデルの拡張（右岸氾濫追加）
④氾濫被害地域特性・水害リスクの評価

①被災内容、再建の支障要素、
再建方法等の調査

（アンケート・聞き取り調査）

②再建ボーダーラインの分析

吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」
とりまとめ

◆推進方針の設定
◆プロジェクト取組メニュー、ロードマップの作成

◆プロジェクト取組メニュー、ロードマップの更新
◆今後の展望（ビジョン）の作成

令和元年台風第１９号≪令和元年東日本台風≫
水害発生

継続

令和元年東日本台風関連
７水系緊急治水対策

プロジェクト
（R2.1.31発表）

『令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科会』における検討経緯

吉田川・新たな
「水害に強いまちづくり

プロジェクト」
（R4.3.28発表）
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図 ５-２ 分科会と流域治水に関する主な流れ
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表 ５-１ 分科会開催状況 

開催回 開催日時 開催場所 主な議題 

第１回 
令和元年１２月１０日 

１３:３０～１５:００ 
鹿島台出張所 

・吉田川流域における避難行動について

・令和元年台風第１９号による大規模浸

水被害に対するレビュー 

第２回 
令和２年１月１４日 

１０:００～１２:００ 

古川商工会議所 

会館 

・水害に強いまちづくり事業の検証 

・吉田川・新たな「水害に強いまちづく

りプロジェクト」取組メニュー（案）

第３回 
令和２年１月２１日 

１０:００～１２:００ 

古川商工会議所

会館 

・吉田川・新たな「水害に強いまちづく

りプロジェクト」中間とりまとめ 

・今後の検討予定 

第４回 
令和２年１０月２９日 

１０:００～１２:００ 
書面開催 

・令和２年度 分科会の進め方 

・水害に強いまちづくりプロジェクトに

ついて 

第５回 
令和３年２月４日 

１４:３０～１６:００ 

食の蔵「かむろ」

寺子屋ホール 

(Ｗｅｂ併用) 

・第４回分科会（書面開催）での意見と

回答 

・定量評価によるダメージ分析 

・聞き取り調査によるダメージ把握 

（被災した住家・農家・企業等） 

・新たな「水害に強いまちづくりプロジ

ェクト」取組状況 

第６回 
令和３年１０月２２日 

１５:００～１７:００ 
Ｗｅｂ会議 

・分科会の振り返り 

・氾濫被害対策の定量評価 

・プロジェクト取組メニューの更新（案）

第７回 
令和４年１月２８日 

１３:３０～１５:３０ 

古川商工会議所

会館 

・プロジェクトの今後の展開 

・吉田川・新たな「水害に強いまちづく

りプロジェクト」とりまとめ（案） 

第８回 
令和４年３月８日 

１３：３０～１５：００

古川商工会議所

会館 

・吉田川・新たな「水害に強いまちづく

りプロジェクト」とりまとめ 

第１回分科会の開催状況 第２回分科会の開催状況 

図 ５-３ 分科会の様子（１） 
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第２回分科会（オブザーバーの発言） 第３回分科会（梅田座長） 

第５回分科会の開催状況 第５回分科会（Ｗｅｂ画面） 

第６回分科会の開催状況（Ｗｅｂ会議） 

第７回分科会の開催状況 第８回分科会の開催状況 

図 ５-４ 分科会の様子（２） 
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分科会における主要な意見 

第１回分科会

【議事】 

◆令和元年台風第１９号による大規模浸水被害に対するレビュー 

【主な意見】 

・どのような災害に対しても、出来る最大限の努力を行い、被害を最小限に留めることが、

行政には求められている。 

・堤防が決壊した地区で移転を希望する世帯について、現在、移転の準備を進めている。 

・既存治水事業の徹底的な前倒し、同じ被害を繰り返さない復旧事業、気候変動を踏まえた

治水計画の見直しを要望する。 

・被災地の宅地嵩上げや住居移転等の財源確保が課題である。 

・同じこと繰り返さないために何をしなければならないか、国・県・市町村が一緒に考えて

行かなければならない。 

・今回の洪水では、満潮と洪水が重なり、監視が広範囲に及んだ。県管理河川にも監視カメ

ラを設置するなど効率化を図らなければ、特に夜間の情報管理は今後難しいのではないか。

・以前に比べ、流域の開発により保水能力が小さくなったためか、雨の降り始めから水位の

ピーク発生までの時間が短くなってきており、それらの変化を踏まえた対策を考えていか

なければならない。 

第２回分科会

【議事】 

◆水害に強いまちづくり事業の検証（効果・課題） 

◆吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」取組メニュー（案） 

【主な意見】 

・吉田川の特徴・課題に向き合い、全国の治水事業のモデルケースとなるように、抜本的な

安全対策に取り組んで欲しい。 

・狭窄部の拡幅（引堤）による抜本的な流下能力向上、新たなダム・遊水地の検討をして欲

しい。 

・どれだけ強靱な堤防をつくっても絶対ではない。農地の遊水地化等、人命・住居を優先的

に守る対策を検討すべき。 

・今回の被災地区に新たに二線堤を設けて避難路としても活用し、地域の安全性を高めたい。

・今回洪水では、水防団へ被災情報を迅速に伝達できなかった。連絡網の再編が必要。 

・水防災拠点に防災機能を集積し、新しい安全な地域づくり･まちづくりの拠点としたい。 

・吉田川の水位が高くて内水が排水出来ず浸水する箇所は、ポンプ排水も考えて欲しい。 

第３回分科会

【議事】 

◆吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」中間とりまとめ 

【主な意見】 

・プロジェクトを早期かつ確実に実行することが重要である。東日本大震災の復旧成功事例

（目標年次の設定や専門窓口の設置、財源の確保等）を参考に取り組んで欲しい。 
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・プロジェクトの実現に向けての規制緩和を要望する。また、各省庁間の垣根を越えた連携

も考えて欲しい。 

・災害はいつ起こるか分からない。検討が不要な対策項目は前倒しで行うべきである。 

・大切なのは確実に実行していくこと。連携して取り組んでいきたい。 

・田んぼダムは上手く活用すれば効果がある。住宅の浸水を防ぐため検討して欲しい。 

・国の事業が推進力である。吉田川の改修と同時並行で、内水対策を進めて欲しい。  

・本プロジェクトは、関係機関が連携して進めることが重要であり、組織横断的な事業推進

組織が必要である。 

・プロジェクトの推進組織を作成して欲しい。その構成メンバーに、関係省庁等横断的な組

織代表を含めるのか、地域の代表はどう絡めるのか考えて欲しい。 

第４回分科会（書面開催）

【議事】 

◆水害に強いまちづくりプロジェクトについて 

【主な意見】 

・推進実務者会議と本会議の連携がうまく進められるよう今後の検討の進め方や会議開催の

段取りが重要。 

・定量評価が本会議の重要な課題。精度や不確実性の問題もあるので、検討可能な事項を明

確にして検討を進めて欲しい。 

・聞き取り調査も非常に有用・重要な情報となる。 

・プロジェクトを発展させるため、協働体制、情報交換が継続的に組まれることが必要。 

第５回分科会

【議事】 

◆定量評価によるダメージ分析 

◆聞き取り調査によるダメージ把握 

◆新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」取組状況 

【主な意見】 

・流域治水の考えを踏まえ、新たに追加すべき対策等検討して欲しい。また、地域での取組

を見える化して欲しい。 

・暮らしを守る意味から、具体的な排水の数値目標等を示すと、安心感や生活継続の励みに

なるのではないか。 

・志田谷地は最終的に水が集まる地区で、吉田川へは自然排水できない。品井沼遊水地完成

後、社会環境も変わっている。鶴田川を経由し高城川へ流さないと排水できない。 

・地元と本音で話していくことが大切なことだと、昨今強く感じている。 

・まずは人命、次に生業を守ることが大事。そのためにはこの地域に生活を求めず、新たな

生活拠点を準備することも大事。 

・国土強靱化対策に乗り遅れない様に、早めに計画を検討して欲しい。想定を超える水害に

備えるためには、計画は安全度を１ランク上げ、具体的な目標値を示し、出来たものから

進めていく様にして欲しい。 

・たくさんの意見が出て、様々なことが見てきたことが成果である。吉田川右岸についても
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検討していって欲しい。 

・外力を見直すと、諸条件や対応が変わってくる。情報を共有し、よりよいプロジェクトと

して欲しい。 

・シミュレーション等で定量的に可視化できた出来たのは大きな成果である。 

第６回分科会

【議事】 

◆氾濫被害対策の定量評価 

◆プロジェクト取組メニューの更新（案） 

【主な意見】 

・流域治水という観点から、県管理区間や二級河川についても検討し、意見を述べる場を設

けていただけるとありがたい。 

・志田谷地防災センターは、災害時の一時避難、平時の防災教育や地域のコミュニティ活動

に活用したい。早期完成を。 

・二線堤が概成となっていることについて、より安全度を高めるため、早期再開、完成をお

願いしたい。 

・吉田川は、全国でも先進的な取組を行っており、流域治水関連法改正の対象河川として取

組むことが適切であると思う。 

・事業推進にあたり、農林水産省や土地改良区と極力連携して進めていただきたい。 

・粕川地区は、令和５年度から大規模な圃場整備が始まる。地域の未来を託す堤防復旧工事

であり期待している。 

・鶴田川への排水シミュレーション等で、「実施」という文言が使われているが、表現には注

意して欲しい。 

・高城川水系関連のシミュレーションは、「仙台湾圏域大規模氾濫時の減災対策協議会」とも

話し合って検討して欲しい。 

・何十年も続く水害常襲地帯からいち早く脱却して、本当の意味での全国のモデルとなるよ

うにお願いしたい。 

・定量評価という分科会の目的は大分達成出来たことが確認出来た。 

・更に次のステージへという話が出た。先進的な全国にも誇れる取組である。 

第７回分科会

【議事】 

◆分科会規約の改定 

◆吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」とりまとめ（案） 

【主な意見】 

・国や県の本気度、支援策やビジョンが明確に出されることが後押しになり、地域は頑張ろ

うという意識になる。 

・生業の面から考えると、水稲は浸水日数が３日までなら被害は小さい。ダムや遊水地、田

んぼダム等の総合力で３日以内の排水を目指して欲しい。 

・流域治水や総合力でという話もあるが、河川の安全度を高めていくことが必要。 

・流域治水の概念図には田んぼダムの表記がない。田んぼダムは、この地域の主要な流域治
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水メニューになるので、田んぼダムのイメージを彷彿とさせる図柄が必要ではないか。 

・我々が議論してきた展望を最初に打ち出した方が、読む人には伝わるのではないか。ビジ

ョンと方向性は冒頭の次に示すよう構成を検討して欲しい。 

・我々が事業に関わった証しを残すために、分科会構成員のところに名前を刻めないか。 

・後々の検討のために宿題があってもいいのではないか。 

・“はじめに”に書いてある『今般の令和元年 10 月台風第 19 号』は、同じ記述に統一した方

が良い。また、すでに取り組んでいる事業も強調してはどうか。 

・吉田川流域の町として、どこまで守るのかという意識を地域の人と共有していかないとい

けない。これから始まる圃場整備も治水対策と一緒に考えていかなければならない。 

・吉田川の河道整備も日々進んでおり、地域の人々も安心感を持って過ごしている。『生業』

という言葉がクローズアップされたが、これからますます地域を守りながら、次世代に繋

いでいくために頑張らなくてはと思った。 

・ロードマップに今後の展望が示されているが、概ね 10 年後以降を指していると誤解を招か

ないように記載の仕方を検討した方が良い。 

・この地域の高い防災意識を、今後もケアしつつ取り組んでいけたら良いと思う。防災の PR

活動をするとか、現地に洪水の水位表示板を配置するとか、凄く良いと思う。今の防災意

識を皆で取り組んでいくということを概要に含めると良いと思う。 

第８回分科会

【議事】 

◆吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」とりまとめ 

【主な意見】 

・とりまとめたプロジェクトを、今後は確実に実施することが大事である。 

・直轄区間から県管理区間、準用河川まで、一体的にスムーズに流れるようにして欲しい。 

・先人が大変な苦労をして、品井沼の水を、鶴田川から高城川の潜穴を通じて松島湾に流し

てきた。県河川も一緒にやるという意味を込めて、高城川水系鶴田川と表記して欲しい。 

・この地域には、ため池がたくさんある。ため池活用を入れた方が良いのではないか。 

・この地域は防災リテラシーが高く、その意味から、“みず”から守る を強調しても良い。

・今回の計画の特徴は、広くパートナーが増えることだが、責任の分散にならないかが懸念

される。自分達が主体的に関わることが絶対的に必要。 

・新たな協議会は、事業の進捗管理だけでなく、体制や予算確保も含めた新たな役割を担う

必要があると思う。早期に起ち上げて欲しい。 

・生命・財産だけでなく、生業を守るという点が大事だと思う。この地域の地の利を活かし、

知恵を出せば、もっと良いものが出来る。 

・志田谷地防災センターは、普段は研修の場として使わせて欲しい。 

・ハード整備、ソフト対策ともに、息の長い取組になると思う。皆様と連携しながら、着実

にやっていきたい。 

・課題は山積してる、生業という言葉が入り、ビジョンをもって取り組むことで、単に水害

からの復興だけではなく、地域の明るい未来につながる。 
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６.「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証 

定性的な評価によるプロジェクト取組メニューの一次設定 

アンケート・聞き取り調査によるモデル事業の効果・課題の検証（定性評価） 

１) アンケート・聞き取り調査によるモデル事業検証の流れ 

令和元年台風第１９号の災害対応関係者（自治体、土地改良区：下記①②）、および行政区長、

水防団、排水作業関係者（下記③）に対し、「「水害に強いまちづくりモデル事業」」で取り組ん

できた整備が、台風第１９号でどの程度効果を発揮したのか、あるいは、どのような課題があっ

たのか、アンケート・聞き取り調査を行い、意見を集約した。 

その結果を、第１回分科会、第２回分科会（下記④⑤）に図り、「水害に強いまちづくりモデ

ル事業」の効果と課題を検証し、課題に対する今後のプロジェクト取組メニューを作成し、吉田

川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」中間とりまとめ（令和２年１月）に整理した。 

図 ６-１ アンケート・聞き取り調査によるモデル事業検証の流れ

【検証】 アンケート調査結果より、「水害に強いまちづくりモデル事業」の
効果・課題に関する意見を集約

①各自治体の
出水時対応意見の抽出

◆ 調査対象者
自治体（大崎市・松島町・大郷町
の意見のみ抽出）

◆ 質問事項
（1）避難のあり方

・ 自治体として、住民の避難行動

（2）情報伝達のあり方
・ 行政間の連絡、住民への伝達

（3）水防団の状況
・ 巡視・避難誘導・水防活動

（4）要介護者施設の避難誘導状況
（5）その他

・ テックフォース等の派遣、
復旧状況、反省点

②災害対応関係者
アンケート調査

◆ 調査対象者
自治体の防災・危機管理関連担当者
（大崎市・松島町・大郷町）、
土地改良区

◆ 質問事項
（1）洪水氾濫流の制御について

・ 河川改修、堤防運用、二線堤、
内水対策

（2）避難誘導体制について
・ 水防災拠点、情報伝達、避難所、

水防団活動、意識啓発、自主防
災組織、排水施設

（3）土地利用及び建築方法の誘導
（規制）について

・ 支援制度の有無と課題

（4）その他（災害支援・連携）
・ テックフォース等の派遣、災害

協定

③行政区長、水防団等
アンケート調査

◆ 調査対象者
行政区長（大崎市・松島町・
大郷町）、水防団、排水作業関係者

◆ 質問事項
【行政区長・水防団】

（1）避難
（2）情報伝達
（3）土地利用
（4）洪水ハザードマップ
（5）内水浸水被害

【排水作業関係者】
（1）排水

【共通質問事項】
（6）水害に対する備え
（7）水害に強いまちづくりモデル

事業の整備効果、課題
（二線堤、県道嵩上げ、水防災拠
点、避難路、側帯、非常用排水
施設、防災行政無線、情報シス
テム）

（8）その他

◆ 調査方法
アンケート調査
鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾
濫時の減災対策協議会 第６回協
議会（R01.11.22）における資料
2-2_各自治体から出水時対応の意
見交換より、大崎市・松島町・大
郷町の意見を抽出

◆ 調査方法
アンケート・聞き取り調査

◆ 調査方法
アンケート調査

④第１回分科会意見 （R1.12.10） ⑤第２回分科会意見 （R2.1.14）

◆ 調査数
18件（自治体につき1回答） ◆ 調査数

10件

◆ 調査数
20件

◆ 調査期間
R1.11.11～11.22

◆ 調査期間
R1.11.28～12.9

◆ 調査期間
R1.12.12～R2.1.13
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２) モデル事業の検証結果（概要） 

「水害に強いまちづくりモデル事業」は、令和元年台風第１９号による水害に対し一定の整備

効果が得られたが、水害に強い地域となるためには、さらなる整備・機能の向上が必要である。 

「水害に強いまちづくりモデル事業」の構想３本柱、①洪水氾濫流の制御、②氾濫時における

避難誘導体制、③土地利用及び連絡方法の誘導（規制）のうち、③土地利用及び連絡方法の誘導

（規制）に含まれる治水の道ネットワーク整備と活力ある快適生活拠点都市の形成については整

備が完了しているが、それ以外の項目、特に、洪水氾濫流の制御や避難誘導体制に関する取組に

ついては、継続的実施が必要である。 

また、情報伝達や人材派遣・支援等の避難誘導に関して、「水害に強いまちづくりモデル事業」

策定後に取り組まれいる新たな取り組みも多くあり、さらなる機能向上が必要である。 

（下図のローマ数字Ⅰ～Ⅵで示した取組メニューが、今後も継続して整備・検討する取組項目） 

主な取組メニューと効果・課題を一覧表に整理し、次頁に示す。 

図 ６-２ 「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証（定性評価） 

34



表 ６-１ 「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証結果一覧 

➊ 洪水氾濫流の制御 

主な取組

メニュー 

Ⅰ.治水安全度の向上（河川改修、側帯整備） 

Ⅱ.氾濫拡大の防止（二線堤、道路嵩上げ） 

検証結果 

主な効果 主な課題 

・治水安全度の向上 

・避難路・復旧路確保 

・市街地の渋滞緩和 

・更なる治水安全度の向上 

・堤防天端通行ルールの見直し 

・内水浸水の増大への対応 

➋ 氾濫時における避難誘導体制 

主な取組

メニュー 

Ⅲ.避難地警報システム 

（水防災拠点、避難路、防災行政無線、ハザードマップ、光ファイバー、ホッ

トライン、河川情報カメラ、ヘリポート） 

Ⅳ.排水の迅速化（非常用排水樋管、排水機場能力向上） 

検証結果 

主な効果 主な課題 

・避難場所・水防拠点の確保 

・情報伝達体制・システムの構築 

・防災意識啓発 

・遠隔監視システムの構築 

・排水能力の向上 

・水防災拠点の拡張（建物・備蓄） 

・避難路の冠水対策 

・確実な情報伝達・情報共有 

・防災意識の維持・フォローアップ 

・夜間監視設備・体制の向上 

・更なる排水能力の向上 

➌ 土地利用及び連携方法の誘導（規制） 

主な取組

メニュー 

Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導（開発規制条例の施行、宅地嵩上げの推奨） 

○完.治水の道ネットワーク整備（遊歩道、交流拠点整備） 

○完.活力ある快適生活拠点都市の形成（駅周辺再開発） 

検証結果 

主な効果 主な課題 

・土地利用誘導支援制度の設立 

・災害対策拠点として機能 

・都市部の発展 

・財源の確保 

➍ 事業メニューのない新たな取り組み 

主な取組

メニュー 

Ⅵ.新たな減災・ソフト対策 

（複数の情報伝達手法を併用した確実な情報伝達、災害時人材派遣（リエゾ

ン・テックフォース）、排水ポンプ車の集中配備・効果的な活用、介護施設

等受入協定によるスムーズな要配慮者支援、避難行動宣言による避難確認時

間の短縮、災害時支援協定の有効活用） 

検証結果 

主な課題 

・情報発信作業の簡略化・人員確保 

・被災情報等、水防団等との双方向情報共有 

・早期の情報連絡人材の確保・提供 

・排水ポンプ車運用計画の見直し 

・避難計画・避難訓練等による防災意識の維持・啓発 

・防災意識の地域差解消 
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３) モデル事業の検証結果（➊Ⅰ.治水安全度の向上） 

・①② 吉田川・鳴瀬川・鶴田川の改修事業は、治水安全度向上に効果を発揮したが、さら

なる治水安全度向上が必要であり、継続的に事業を実施する必要がある。 

・また、被災後の復旧作業を速やかに行うため、河川堤防天端幅の確保や堤防天端通行ル

ールの見直し等による復旧路線の確保を検討していく必要がある。 

・③ 側帯の整備は、緊急避難場所、排水作業ヤードとして効果を発揮した。排水・復旧作

業時の堤防天端移動を効率的に行うために、側帯の増設は効果的と考えられる。 

表 ６-２ モデル事業の検証結果（Ⅰ.治水安全度の向上） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

①吉田川・鳴瀬川の改修事

業 

・築堤・河道掘削：継続実

施中（河川改修事業）

①-1 吉田川・鳴瀬川にお

ける堤防の拡築および掘

削により治水安全度が向

上した。 

①-2 河川堤防天端が復

旧用通路として活用され

た。 

①-1 近年の気候変動に伴う降雨状況

の変化も踏まえ、河道計画の変更を見

据えた抜本的な河川改修により、更な

る治水安全度の向上に取り組む必要が

ある。 

（流下能力向上（河道拡幅（引堤）、河

道掘削、樹木伐採等）、堤防強化（壊れ

にくい堤防）、ダム・遊水地等の洪水調

節対策、等） 

①-2 河川堤防天端を復旧時に運用す

るために、大型ダンプが通行できる天

端幅を確保するとともに、堤防天端通

行ルールの見直しする必要がある。 

②高城川水系鶴田川 

の改修 

・築堤・河道掘削：概成 

（中小河川改修事業完成

(H8)） 

・品井沼遊水地：完成(H8) 

②-1 河川改修、品井沼遊

水地整備により、治水安

全度が向上した。 

②-1 復旧時に、鶴田川の堤防を復旧時

に重機や排水ポンプ車が通行できるよ

うに、堤防天端幅を確保する必要があ

る。 

③側帯の整備 

・堤防の安全・強化，緊急

時使用の土砂備蓄，環境

保全：5箇所完成 

・10 箇所未成

③-1 農機具等の緊急避

難場所、排水作業ヤード

として活用された。 

③-1 緊急避難場所としての機能に加

え、重機の交差や排水ポンプ車の配置

を考慮して側帯を増設する必要があ

る。なお、側帯の整備にあたっては、

多目的な活用の検討をする必要があ

る。 

※青字は未成・実施中 

36



吉田川激特事業（①-1） 

激特事業（河川激甚災害対策特別緊急事業）は、洪水により甚大な災害を受けた地域に

ついて、一定の改修計画に基づき一定期間（５ヶ年程度）で緊急的に河川を改修し、再度

災害を防止することを目的とするものである。 

吉田川激特事業は、甚大な災害を受けた左岸中流区間約１２．６ｋｍおよび右岸区間約

１４．４ｋｍにおいて実施された（昭和６１年度～平成２年度）。 

これにより、昭和６１年８月洪水と同規模の洪水が来ても吉田川の計画高水位以下で洪

水を流下できるようになり、浸水被害の発生頻度は減少したが、昭和６１年８月洪水を上

回る規模の令和元年台風第１９号により堤防が決壊したことから、継続してさらなる河道

整備（築堤・河道掘削等）が必要である。 

図 ６-３ 吉田川激特事業区間

図 ６-４ 激特事業実施横断図 
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高城川水系鶴田川の改修（②-1） 

鶴田川の河道改修と品井沼遊水地整備により、鶴田川の氾濫発生頻度が減少し、治水安

全度が向上した。 

令和元年台風第１９号においても、吉田川や鶴田川の外水氾濫は品井沼遊水地より下流

に位置する内ノ浦地区等には到達しなかった。 

（ただし、内ノ浦地区には、JR 軌道敷のボックスカルバートから内水が流入した） 

一方、鶴田川堤防は幅員が狭く、災害復旧時に重機や排水ポンプ車が堤防天端を通行で

きない課題がある。 

図 ６-５ 令和元年台風第１９号当時の品井沼遊水地とその下流地区の様子
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側帯の一時避難・水防活動活用（③-1） 

昭和６１年８月洪水後に整備された吉田川の堤防側帯は、洪水時には一時避難場所や水

防活動拠点として活用された。

大郷大橋上流左岸（17.6k）の側帯は、自家用車・農機具等の緊急避難場所として活用さ

れるとともに、災害対策車の展開、水防資材置き場等、排水作業ヤードとして活用された。

緊急避難場所としての機能に加え、重機の交差や排水ポンプ車の配置を考慮して側帯を

増設する必要がある。なお、側帯の整備にあたっては、多目的な活用の検討をする必要が

ある。 

図 ６-６ 令和元年台風第１９号当時の吉田川堤防側帯の活用状況
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４) モデル事業の検証結果（➊Ⅱ.氾濫拡大の防止） 

・④⑤ 二線堤の建設による外水氾濫に対する効果は、今回の洪水では確認されなかったが、

災害時の幹線確保等交通面で効果が発揮された。その一方で、内水浸水被害に対する影

響を解消していく必要がある。 

・⑥ 二線堤外の地区に対する土地利用方法の補助制度は、当該地区独自の制度はなく、自

治体全域に対する既存の補償制度等が活用されている。 

・⑦ 氾濫流制御施設整備では、県道石巻・鹿島台・大衡線の一部嵩上げが行われたが、そ

の他の区間や路線についても、氾濫流制御や避難・復旧路として嵩上げが望まれる。 

表 ６-３ モデル事業の検証結果（Ⅱ.氾濫拡大の防止） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

④二線堤の建設（道路共同） 

⑤二線堤の建設（河川単独） 

・バイパス区間：完成 

・現道嵩上区間：完成 

・河川単独区間：完成 

④-1 二線堤の国道バイパ

ス化により、市街地の渋滞

が緩和し、災害時の幹線が

確保された。 

④-1 二線堤内の内水浸水対策（貯

留施設整備、調節池増設、排水路

の維持管理、強制排水施設の拡張、

等）を行う必要がある。 

・基金の創設：未成

・災害救助法による住宅応急

修繕（民間補償制度の活用

の推奨） 

・大崎市災害見舞金（宅地関

連補償制度の活用） 

⑥-1 大崎市では、市全域に

適用されている補償制度を

活用している。 

⑥-2 住宅・宅地関連の既存

補償制度を活用している。

⑥-1 各自治体で補償制度を創設

するにあたり、財源確保が課題と

なる。 

⑦氾濫流制御施設 

・県道嵩上げ（石巻・鹿島台・

大衡線）：完成 

※外水氾濫はなかったもの

の、嵩上げに伴う効果はあ

った。 

⑦-1 氾濫流を制御するとともに、

避難路や復旧路として活用できる

二線堤や道路の嵩上げが必要であ

る。 

※青字は未成・実施中 

40



５) モデル事業の検証結果（➋Ⅲ.避難地警報システム） 

・⑧ 水防災拠点は当初目的どおりの機能を発揮したが、運用方法の調整が必要である。ま

た、トイレ等建物設備、駐車スペースの舗装、水防資機材の備蓄等の機能向上が必要。 

・⑨ 避難路は、冠水により機能が失われたことから、道路の嵩上げが必要である。 

・⑩ 地域防災情報システムの構築により、行政－各家庭までの連絡体制は確保され、避難

の事前検討や周辺への連絡に効果を発揮した。確実に情報伝達を行うため、状況に応じ

た監視・情報連絡の強化が必要となる。 

・⑩洪水ハザードマップは避難訓練等を通じて、防災意識の啓発・避難所周知の効果があ

ったが、地域差・個人差があり、フォローアップが必要である。 

・⑪ 情報システムの構築により、遠隔監視によるリアルタイム情報が、河川管理者と自治

体間で共有できるようになった。今後も、回線の強化やカメラの増設、夜間監視機能の

向上等、新たなニーズに対応していく必要がある。 

・⑫ 被災者救助システムとして、ヘリポートは整備されたが、自治体が使用できるボート

等の備蓄が必要である。 

表 ６-４ モデル事業の検証結果（Ⅲ.避難地警報システム） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

⑧水防災拠点 

・基盤整備：完成 

・志田谷地水防倉庫（大崎市）：

完成 

⑧-1 緊急避難場

所（人・車・農機

具）として活用さ

れた。また、水防

活動時の現地対策

本部として活用し

た。 

⑧-1 緊急避難にあたり調整を行った

が、スペースに限りがあり、緊急避難

車両（農機具含む）が水防活動の支障

とならないよう拠点内のゾーニング検

討が必要。 

⑧-1 拠点施設としての機能やスペー

スが不足しており、増設・拡張の検討

が必要である。

⑧-2 避難者が風雨をしのげる建物設

備やトイレがなく、規制緩和等も含め

た検討が必要である。 

⑧-2 非常用食料や水防資材（土嚢袋、

ボート等）の備蓄がないことから、備

蓄等についても検討が必要である。 

⑧-3 水防災拠点までの経路において、

車両のすれ違いが難しいなどアクセス

性が悪いことから、浸水を想定したア

クセス性の検討が必要である。 

⑨避難路 

・市道拡幅（志田谷地 3号線、品

井沼大橋志田谷地線）：完成 

・二線堤（河川管理用通路・バイ

パス）-吉田川堤防間：未完

※二線堤事業として、氾濫拡大の

防止としては完成している。

⑨-1 拡幅によっ

て、スムーズに自

家用車での避難が

行えた。  

⑨-1 道路冠水により通行不能となっ

た道路の嵩上げが必要である。 

⑨-2 避難路・復旧路として活用する

ため、残区間（河川管理用通路・バイ

パス）の整備が必要。 

※青字は未成・実施中 
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表 ６-５ モデル事業の検証結果（Ⅲ.避難地警報システム） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

⑩地域防災情報システ

ム 

・防災行政無線の整備： 

完了

・洪水ハザードマップの

作成：配布済 

⑩-1 各戸への無線受信機

を配布済であり、防災情報

は適切に伝達できた。 

⑩-2 防災行政無線による

適切な情報の入手により、

避難の事前検討や周辺へ

の連絡が出来るようにな

った。 

⑩-3 ハザードマップの作

成・周知により、防災意識

の啓発、避難場所の周知等

に一定の効果は得られた。

⑩-1 避難対象者が屋外にいる時に、屋

内受信機からの音声が届かなかったた

め、屋外子機の増設が必要。また、強

い雨風音や停電や冠水による受信環境

の悪化・消失が発生する場合があるた

め、複数手段による情報伝達に努める

必要がある。 

⑩-2 市で一括ではなく、地域単位での

被災情報等の情報発信を検討していく

必要がある。 

⑩-3 ハザードマップ配布後の活用は、

各個人の防災意識に委ねられており、

防災意識の啓発・維持に結びつけるフ

ォローアップが必要である。 

⑩-4 高齢者が読み取れる簡潔な内容

のハザードマップが必要。 

⑪情報システム 

・光ファイバー整備： 

整備済

・情報システム 

（国交省～市町ホット

ライン）：整備済 

・河川情報カメラ： 

整備済 

⑪-1 CCTV カメラの設置と

光ファイバー回線を用い

た遠隔監視システムの活

用により、主要な地点の河

川状況をリアルタイムで

監視できた。また、道路冠

水後の河川巡視の代替と

しても活用するとともに、

避難情報発令等の判断材

料とした。 

⑪-1 災害による回線断絶やアクセス

集中による回線不通による情報断絶

を防止するため、光ファイバー回線の

2重化や専用回線の導入、サーバーの

増設等を行う必要である。 

⑪-2 CCTV カメラの夜間視認精度の向

上と、監視設備の増設・監視体制の強

化が必要となる。また、目視による水

位状況把握が出来る監視アラート等

も併用して、夜間時の監視能力の向上

を図る必要がある。 

⑫被災者救助システム 

・水防災拠点のヘリポー

ト整備：完成 

⑫-1 救助活動のための、

緊急時のヘリポートが整

備済である。 

なお、今回の洪水では災害

対策車両の待機場所等に

活用された。 

⑫-1 避難救助に活用するため、水防災

拠点にボート等の備蓄も必要である。

※青字は未成・実施中 
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防災行政無線（⑩-1） 

屋内で使用する戸別受信機については、大崎市の鹿島台地域では全戸、大郷町も希望世

帯に全戸配布済。松島町も、難聴区域に対して配布しており、避難等の連絡に効果を発揮

したが、令和元年台風第１９号では、屋内受信機からの音声は屋外にいる人には届かず、

暴風雨の時には既存の屋外子機だけでは、情報がほとんど聞き取れないという課題があっ

た。 

大崎市 戸別受信機 

鹿島台地域に全戸配布

松島町 戸別受信機 

難聴区域向けに配布

大郷町 戸別受信機 

大郷町全戸（希望世帯） 

配布

43



洪水ハザードマップ（⑩-3） 

ハザードマップの作成・周知により、防災意識の啓発、避難場所の周知等に一定の効果

は得られた。しかしならが、ハザードマップ配布後の活用は、各個人の防災意識に委ねら

れており、防災意識の啓発・維持に結びつけるフォローアップが必要である。 
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６) モデル事業の検証結果（➋Ⅳ.氾濫水排水の迅速化） 

・⑬ 非常時排水システムでは、非浸水化した排水機場は継続的に排水が行われ効果を発揮

したが、非常用排水樋管は吉田川水位と内水位の関係から十分な排水時間を確保出来ず、

施設の改良・工夫が必要である。また、季節により稲藁等のゴミが排水呑口に集まるた

め、ゴミ処理対策（防塵対策や要員確保）が必要である。 

・排水施設の管理情報等、災害に備えて共有すべき情報と体制の再確認が必要である。 

表 ６-６ モデル事業の検証結果（Ⅳ.氾濫水排水の迅速化） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

⑬非常時排水システム 

・非常用排水樋管 2箇所 

 （内浦、志田谷地）：完成

・浸水しない排水機場整備

（山王江、品井沼、志田谷

地）：完成 

⑬-1 山王江・品井沼・志田

谷地の 3 排水機場は、冠水

による機器停止無く稼働

し、氾濫水（外水・内水）

の排水ができた。 

⑬-1 非常用排水樋管については、

河川水位との兼ね合いで排水でき

ない時間が多くあった。樋管敷高

の工夫と改良により、緊急時の排

水能力を向上する必要がある。 

⑬-2 大雨の際、吉田川の水位が高

く排水できない。

⑬-2 既設排水機場の排水能力が

不足しており、排水能力が不足し

ており、更なる排水能力の向上に

取り組む必要がある。 

⑬-3 排水施設の管理情報（管理

者・運用方法・操作基準等）を共

有する必要がある。 

⑬-4 ゴミ処理対策（防塵対策や要

員確保）が必要である。 

⑬-5 排水機場までのアクセス路

の改善（拡幅等）が必要。 

※青字は未成・実施中 

45



７) モデル事業の検証結果（➌Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導） 

・⑭ 開発規制条例の指導に関しては、増改築時は個人持ち出しが大きいため、新築以外で

の対応は困難であった。 

・今回洪水を受けて、大崎市で土地利用方法の補助制度が創設された。その効果は今後検

証していく必要がある。 

・⑮⑯ の事業は完了しており、今回洪水において事業の効果が発現された。 

表 ６-７ モデル事業の検証（Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

⑭開発規制条例の指導 

・開発規制条例の施行：未成

・建築確認申請時に宅地嵩上げ

等指導 

・住宅リフォーム助成事業活用

による意識啓発 

⑭-1 大崎市において、被災

住宅基礎の嵩上げ及び敷地

の盛土支援制度が創設され

た。 

⑭-2 浸水区域内の新築家屋

は、地盤を嵩上げているもの

が見られた。 

⑭-1 個人持ち出しが大きく、

新築以外での対応が困難であ

ることから、制度拡充のため

の財源確保が必要である。 

⑭-2 職・住一体の利便性の高

い生活スタイルから、安全性

に着目した職・住分離型の生

活スタイルにシフトしていく

必要がある。 

⑮治水の歴史と良好な水辺空間

の活用 

・治水の道ネットワーク：完成 

・交流拠点の整備（鎌田記念ホ

ール等）：完成 

⑮-1 交流拠点は、災害時は

避難所、災害対策車待機所、

ボランティアセンターとし

て機能した。 

⑮-2 交流拠点は、平常時は

防災学習施設として、年間約

４千人の見学入場者があり、

大崎市内外の小学校で総合

学習に活用されている。 

⑯水害に強い地域構造の形式及

びこれを核としたまちづくり 

・鹿島台駅周辺地区整備、鹿島

台駅東地区整備：完成 

⑯-1 二線堤地区内の人口・

世帯数が増加傾向にある。 

※青字は未成・実施中 
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大崎市の支援制度（⑭-1） 

大崎市で、被災住宅基礎の嵩上げ及び敷地の盛土支援制度が創設され、水害で被災した

住宅の改築・改修に伴う基礎嵩上げ工事や敷地盛土工事に対する工事費の支援制度が創設

された。しかしながら、個人持ち出しが大きく、新築以外での対応が困難という課題があ

り、制度拡充のための財源確保が必要である。 

広報大崎別冊 2019 年 12 月 1 日発行「台風 19 号関連 被災者支援情報」より抜粋
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交流拠点の活用（⑮-1） 

交流拠点の鎌田記念ホールは、平常時は水害との戦い等の常設展示による防災教育やス

ポーツ振興に活用され、災害時には避難所や災害対応車の待機所などに活用されている。 

令和元年台風第１９号では、災害対応車の待機所やボランティアセンターとして活用さ

れた。 

図 ６-７ 鎌田三之助展示室見学入場者数 

図 ６-８ 鎌田記念ホールの活用状況
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鹿島台駅再開発および二線堤整備による二線堤内地域の発展（⑯-1） 

鹿島台地域の人口は経年的に減少（H18.4 時点で約 13.7 千人が H31.4 時点では約 11.7

千人で 2 千人減少）しているのに対し、ＪＲ鹿島台駅に隣接し、二線堤内に位置する東平

渡地区および東平渡地区の北側に隣接する姥ヶ沢地区では、人口・世帯数とも増加傾向が

継続している。 

図 ６-９ 鹿島台地域の人口・世帯数の推移 

大崎市統計書より作成 

図 ６-１０ 二線堤内の東平渡地区及び姥ヶ沢地区の人口・世帯数の推移

大崎市統計書より作成 

図 ６-１１ 東平渡地区及び姥ヶ沢地区
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８) モデル事業の検証結果（➍Ⅵ.新たな減災・ソフト対策） 

令和元年台風第１９号の水害対策では、「水害に強いまちづくりモデル事業」策定後に、新

たな知見や技術に基づき、取組メニューにないソフト対策が実施されていた。

これらのメニューについても、同様に対策効果と課題を検証した。

・Ａ.新たなメディアを複数用いた情報伝達：多くの自治体で複数メディアによる情報伝達

を行っており、確実な伝達という面で効果を発揮した。より機能向上が望まれる。 

・Ｂ.人材派遣の活用：リエゾンやテックフォース等の応援は、情報伝達等の面で有効であ

り、早期の情報連絡要員の確保や事前準備により、さらに効率的な自治体支援が可能と

思われる。運用方法の改善が必要。 

・Ｃ.避難指示や連絡の対応：確実な避難を目標に早期避難等対応が出来た。今後も訓練等

を継続し、災害に備えることが必要。 

・Ｄ.要配慮者を含む避難者対応：介護施設間で要配慮者を事前避難させる受入協定が効果

を発揮した。取組を広げるとともに、避難計画を速やかに作成し、具体的な避難行動を

進めていく必要がある。 

・Ｅ.水防団活動の強化・安全性の確保：水防団の防災意識が高いが、夜間作業用の個人装

備がなく危険があった。また、水防団と自治体・河川管理者との情報共有の強化が必要。

・Ｆ.防災意識の啓発・自主防災組織の強化：行政・自主防災組織の避難支援行動や住民の

避難行動の迅速さと防災意識の地域格差は連動しており、防災意識の地域格差を解消す

るため、防災意識の啓発活動を継続的に実施する必要がある。 

・Ｇ.排水ポンプ車：排水ポンプ車の運用により排水効率が上昇したが、配置に際しての事

前準備にもたつきがあったため、さらに効率化を図ることが必要。 

表 ６-８ モデル事業の検証結果（Ⅵ.新たな減災・ソフト対策） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

Ａ.新たなメディアを複数

用いた情報伝達 

（エリアメール・ウェブサ

イト・ＳＮＳ・防災アプ

リ・登録メール・各戸訪

問等） 

Ａ-1 複数のメディアを

用いることにより、情報

伝達を効果的に行うこと

ができた。 

Ａ-1 各メディアが独立して運用され

るため、限られた職員での同時操作が

難しく、発信、配信に時間差が生じる。

各メディアを一括で操作できるシステ

ムが必要である。 

Ａ-2 受信者の年齢・構成等、状況に応

じて複数の手法を活用し、確実に情報

伝達を行っていく必要がある。 

Ｂ.人材派遣の活用 

（リエゾン・テックフォー

ス） 

Ｂ-1 リエゾンからの情

報提供が有効であった。 

Ｂ-2 テックフォース、職

員派遣等の人員補充が有

効であった。 

Ｂ-1 リエゾンの派遣要望がすぐに出

来なかったため、必要に応じ早期に派

遣を要請することが必要である。 

※青字は未成・実施中 
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表 ６-９ モデル事業の検証結果（Ⅵ.新たな減災・ソフト対策） 

事業の内容 

・実施状況 

検証 

効果 課題 

Ｃ.避難指示や連絡の対応 

（発令時期等） 

Ｃ-1 確実に避難させるこ

とを意識して、早期の対

応ならびに繰返し連絡す

ることを徹底できた。 

Ｃ-1 防災担当者として、ロールプレイ

ング等の実践的な防災訓練を行い、災

害に備える必要がある。 

Ｄ.要配慮者を含む避難者

対応 

Ｄ-1 介護施設間での受

入協定により、介護を要

する避難者の受け入れを

してもらえた。 

Ｄ-1 今回洪水ではたまたま被害が出

なかったが、要配慮者施設の避難対応

に関して十分な対応が出来ていたとは

言えない。今回の洪水を踏まえて、避

難計画を速やかに策定する必要であ

る。 

Ｄ-2 避難時の要配慮者名簿に対する

具体な避難行動を策定する必要があ

る。 

Ｅ.水防団活動の強化・安

全性の確保 

Ｅ-1 水防団の防災意識が

高く、巡回、見回りによ

る注意箇所の把握や、水

防活動、避難時の各戸訪

問確認等、数多くの支援

を受けることが出来た。 

Ｅ-1 夜間作業用の個人装備がなく危

険であるため、反射材付の雨具やヘル

メット装着用の照明等装備が必要であ

る。 

Ｅ-2 越水箇所等の被災情報を正確に

把握するため、水防団・自治体・河川

管理者との情報の共有化を強化し、河

川管理者ー水防団間の連絡網を再編す

る必要がある。 

Ｆ防災意識の啓発・自主防

災組織の強化 

Ｆ-1 防災意識が高く、避

難時の呼びかけや連絡を

行い、速やかな避難が行

えた。 

Ｆ-2 避難を知らせる旗

を利用した地域独自の取

組による効果があった。 

Ｆ-1 防災意識の地域差が顕在化して

おり、防災訓練等の防災意識の啓発を

継続して行っていくとともに、好事例

の情報発信など情報を拡散していく必

要がある。 

Ｇ排水ポンプ車 Ｇ-1 排水ポンプ車の性

能の向上及び現場の状況

変化に応じた配置・運用

により、浸水被害の軽減に

寄与した。 

Ｇ-1 排水ポンプ車を効率的に配備で

きるように、準備や事前に配備運用が

出来るように計画を策定する必要があ

る。 

Ｇ-2 排水ポンプ車に稲わらが詰まり、

十分な能力を発揮できなかったため、

オイルフェンスなど防塵対策の検討が

必要である。 

※青字は未成・実施中 
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定性的な評価によるプロジェクト取組メニューの一次設定 

前項までの「水害に強いまちづくりモデル事業」の検証（効果・課題）を元に、各課題に対す

る今後の取組メニュー（案）を抽出し、これに減災対策協議会における「概ね 5年で実施する取

組」を加え、吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」取組メニューを一次設定し

た（R2.1：中間とりまとめ）。 

図 ６-１２ 取組メニューの作成手法（中間とりまとめ）

具体的取組 課題の
対応

目標時間 東北
地整

宮城県 大崎市 松島町 大郷町

夜間等の急激な水位上昇を想定したタイムラインの改善
及び訓練による検証

1 H28年度から順次実施 ◎ ◎ ○

ホットラインの構築及び検証 1 H29年度から順次実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
隣接市町村間の避難計画の策定 3 H28年度から順次実施 ○ ○ ○
想定最大規模の洪水で隣接市町村間の避難計画を配慮し
たハザードマップの作成・周知

2,3 H29年度から順次実施 ◎ ◎ ○

まるごとまちハザードマップ整備 2,3 H28年度から順次実施 ○ ◎ ◎
防災行政無線戸別受信機や防災ラジオ等の配布 2 H28年度から順次実施 ◎ ◎ ◎
要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 4 H28年度から実施 ○ ○ ◎
応急的な退避場所の整備 1 令和元年度から検討実施 ◎ ○ ○

水害に強いまちづくり事業
検証結果による課題 取組メニュー（案）

事業メニュー 事業の内容 具体的な事業

Ⅲ.避難地警報
システム

⑩
地域防災情報

システム

防災行政無線
⑩-1 屋外での伝達能力向上
⑩-2 地区別の情報発信

⑩-1 屋外子局の増設
⑩-2 地区の特性に応じた情報発信

ハザードマップ

⑩-3 防災意識の維持・フォロー
アップ

⑩-4 高齢者を考慮したハザード
マップ

⑩-3 避難訓練・教育（防災意識の継承）
⑩-3,⑩-4 地区別ハザードマップ、まるごと

まちごとハザードマップ、内水ハザー
ドマップ等の作成

⑩-3 マイ・タイムラインの作成

⑪
国～市の
情報システム

情報システム
監視カメラ

⑪-1 回線断線時のバックアップ
⑪-2 夜間視認性能が低い

⑪-1 光ファイバー回線の２重化
⑪-2 夜間監視設備の拡充（監視カメラ・監視

アラートの増設配備）

⑫
被災者救助

システム
ヘリポート整備

⑫-1 自治体が活用できるボート
等の備蓄が必要

⑫-1 ボートの備蓄

水害に強いまちづくりモデル事業の検証からの取組メニュー（案）の抽出（一部抜粋）

減災対策協議会における「概ね5年で実施する取組（鳴瀬川等）」（一部抜粋）

Ⅰ.治水安全度の向上
再度災害の防止に向け、河川の水位を低下させる対策等

・整備計画の変更
・堤防整備、河道掘削
・既設ダムの有効活用 等

Ⅱ.氾濫拡大の防止
大規模な内水の氾濫を抑制し、被害を最小限にとどめる対策
・内水対策（雨水貯留施設・調整池・排水路整備） 等

Ⅲ.避難地警報システム
避難地、避難路の整備、および避難に資する情報・警報システム

・水防災拠点の機能拡張（建屋・備蓄）
・避難路・復旧路の嵩上げ
・地区別ハザードマップの作成 等

Ⅳ.氾濫水排除の迅速化
湛水の長期化を抑制する強制排水機能向上対策等

・非常用排水樋管の改良
・既設排水機場の非浸水化
・防塵対策 等

Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導
水害に強い土地利用等再構築
・都市計画等と防災対策の連携強化
・浸水想定地域等ハザードエリアからの移転・

建替え等に対する自治体支援の推進 等

Ⅵ.新たな減災・ソフト対策
「水害に強いまちづくりモデル事業」策定以降に、新たに取り
組まれてきた減災対策の推進

・地域別情報発信手法の構築
・マイ・タイムラインの作成 等

吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」
～流域が一体となり、大規模氾濫時の被害の最小化を目指す～

◎実施中、○：今後実施・検討、×実施しない、一：未定

◎実施中、○：今後実施・検討、×実施しない、一：未定
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「水害に強いまちづくりモデル事業」の課題に対する今後の取組メニュー（案）の抽出結果を

以下に示す。 

表 ６-１０ プロジェクト取組メニュー（案）の抽出【Ⅰ～Ⅲ】 

「水害に強いまちづくりモデル事業」 

検証結果による課題 取組メニュー（案） 事業 

メニュー 
事業の内容 

具体的な 

事業 

Ⅰ.治水 

安全度の 

向上

①

吉田川 

・鳴瀬川の 

改修事業

河川事業 

①-1 治水安全度向上 

（流下能力向上、堤防

強化、洪水調節対策等）

①-2 堤防天端 

通行ルール見直し

①-1 河川整備計画の変更 

①-1 河川整備の継続 

（河道掘削・遊水地）

①-1 河道拡幅（引堤） 

①-1 洪水調節施設整備 

（既存ダムの有効活用、新た

なダム・遊水地） 

①-1 堤防強化 

（壊れにくい堤防）

①-2 堤防天端通行ルールの 

見直し検討

②
高城川水系 

鶴田川の改修
河川事業 

②-1 堤防天端幅 

の確保

②-1 堤防天端幅の確保 

③ 側帯の整備 河川事業 
③-1 整備地点数 

の不足

③-1 側帯増設 

Ⅱ.氾濫 

拡大の 

防止

④

⑤

二線堤 

の建設 

道路共同 

事業

河川単独 

事業

④-1 二線堤内の 

内水浸水被害

④-1 内水対策 

（雨水貯留施設・調整池・

排水路整備） 

⑥

二線堤外 

地区への 

対策

補償制度 

の活用

⑥-1 補助制度の 

財源不足

⑥-1 既存補助制度の柔軟な活

用 

⑦
氾濫流 

制御施設 
道路事業 

⑦-1 氾濫流を抑制し、

避難路や復旧路とし

て活用できる二線堤

や道路が必要 

⑦-1 氾濫流制御を目的とし

た 

路線の抽出（道路嵩上げ・

二線堤） 

Ⅲ.避難地 

警報 

システム

⑧ 水防災拠点 河川事業 

⑧-1 緊急避難車両が、

水防活動の支障

⑧-2 避難建物設備、 

備蓄がない

⑧-3 アクセス性の 

改善

⑧-1 水防災拠点の 

機能拡張・増設

⑧-1 水防災拠点 

運用ルールの策定

⑧-2 避難建物の整備（基準 

規制の緩和含む）・物資備蓄

⑧-3 堤防天端幅の確保 

⑨ 避難路
道路事業 

河川事業 

⑨-1 冠水による 

避難路通行不能

⑨-2 二線堤（河川管理

用通路・バイパス）の

避難・復旧路活用

⑨-1 道路嵩上げ 

⑨-2 二線堤（河川管理用通

路・ 

バイパス）の盛土 

※表中の番号は、課題番号を示す 

※青文字：事業途中 
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表 ６-１１ プロジェクト取組メニュー（案）の抽出【Ⅲ～Ⅴ】 

水害に強いまちづくり事業 

検証結果による課題 取組メニュー（案） 事業 

メニュー 
事業の内容 

具体的な 

事業 

Ⅲ.避難地 

警報 

システム

⑩

地域防災 

情報 

システム

防災行政 

無線 

⑩-1 屋外での 

伝達能力向上

⑩-2 地区別の 

情報発信

⑩-1 屋外子局の増設 

⑩-2 地区の特性に応じた 

情報発信

ハザード 

マップ 

⑩-3 防災意識の維持 

・フォローアップ 

⑩-4 高齢者を考慮 

したハザードマップ 

⑩-3 避難訓練・教育 

（防災意識の継承） 

⑩-3,⑩-4 地区別ハザード 

マップ、まるごとまちごとハ

ザードマップ、内水ハザード

マップ等の作成 

⑩-3 マイ・タイムライン 

の作成

⑪

国～市の 

情報 

システム

情報 

システム 

監視カメラ

⑪-1 回線断線時の 

バックアップ

⑪-2 夜間視認性能が 

低い

⑪-1 光ファイバー回線の 

２重化

⑪-2 夜間監視設備の拡充 

（監視カメラ・監視アラートの

増設配備） 

⑫
被災者救助 

システム

ヘリポート

整備

⑫-1 自治体が活用 

できるボート等の備

蓄が必要 

⑫-1 ボートの備蓄 

Ⅳ.氾濫水 

排水の 

迅速化

⑬

非常時 

排水 

システム

河川事業 
⑬-1 自然排水能力 

の向上

⑬-1 排水樋管の工夫・改良 

自治体連携

⑬-2 排水能力不足 

⑬-3 管理情報の共有 

⑬-3 役割分担の継承 

⑬-4 排水時の 

ゴミ詰まり

⑬-5 アクセス路 

の改善

⑬-2 排水施設の増設 

・排水能力強化検討

⑬-3 情報連結・共有体制 

の再構築

⑬-4 ゴミ詰まり対策 

・人員確保

⑬-5 災害対応道路整備の推進

Ⅴ.適正な土

地利用の規

制誘導 

⑭
開発規制 

補助制度 

自治体 

補助制度 

（単費） 

⑭-1 補助制度の 

財源確保

⑭-2 職住分離型の 

安全性の高い生活ス

タイルへの移行 

⑭-1 既存補助制度の 

柔軟な活用

⑭-1 移転・建替え 

補助制度の検討

⑭-2 将来的な土地利用の 

規制誘導

※表中の番号は、課題番号を示す 

※青文字：事業途中
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また、「水害に強いまちづくりモデル事業」の策定以降に新たな観点から取り組まれてきた「新

たな減災・ソフト対策」についても同様に、検証結果の課題から今後の取組メニュー（案）を抽

出した。 

表 ６-１２ プロジェクト取組メニュー（案）の抽出【Ⅵ.新たな減災・ソフト対策】 

新たな取り組み 検証結果による課題 取組メニュー（案） 

Ａ
新たなメディアを 

複数用いた情報伝達 

Ａ-1 情報伝達に関わる 

人員が不足

Ａ-2 地域特性に応じた手法選

択 

Ａ-1 災害時情報担当者の確保 

・連絡体制の構築

Ａ-2 地域別情報発信手法の構築 

Ｂ

人材派遣（リエゾン・

テックフォース・職員

派遣）、災害支援協定

の活用 

Ｂ-1 早期派遣要請の実施 

Ｂ-1 プッシュ型の人材派遣 

Ｂ-1 災害時支援協定先の複数

確保 

Ｂ-1 リエゾンの早期応援要請ルール

の構築 

Ｂ-1 プッシュ型リエゾン派遣ルール

の構築 

Ｂ-1 双方向情報連絡体制の構築 

Ｂ-1 ロールプレイング防災訓練 

Ｂ-1 複数の自治体連携の広域協定 

Ｃ
避難指示や連絡 

の対応 

Ｃ-1 ロールプレイング等の防

災訓練の実施 

Ｃ-1 ロールプレイング防災訓練の継

続実施 

Ｄ
要配慮者を含む 

避難者対応 

Ｄ-1 要配慮者施設の避難計画

の推進 

Ｄ-1 要配慮者避難支援体制の

拡充 

Ｄ-2 要配慮者支援の具体的な

行動計画作成 

Ｄ-1 避難計画・災害協定による避難

先確保 

Ｄ-1 避難訓練・教育の推進（防災意

識の維持） 

Ｄ-1 マイ・タイムラインの作成 

Ｄ-1,Ｄ-2 要配慮者サポーターの育

成 

Ｅ
水防団活動の強化 

・安全性の確保 

Ｅ-1 夜間作業用の安全性確保

Ｅ-2 被災箇所情報の連結不足

（地元（水防団）⇔自治

体⇔河川管理者）、連絡

網の再構築 

Ｅ-1 夜間作業用ライト・雨具等の防

災拠点等への備蓄 

Ｅ-2 情報共有体制の強化、連絡網の

再構築 

Ｆ防災意識の啓発 

Ｆ-1 防災意識の地域差解消 Ｆ-1 避難訓練・教育の推進（防災意

識の継承） 

Ｆ-1 地区別ハザードマップ作成 

Ｆ-1 マイ・タイムラインの作成 

Ｆ-2 避難行動宣言（旗・タオル等）

Ｇ排水ポンプ車 

Ｇ-1 準備、効率的配置等の事

前調整 

Ｇ-2 稲わら等による排水効率

低下対策 

Ｇ-1 担当者の事前設定、連絡体制の

構築、緊急排水計画（案）の策

定 

Ｇ-2 オイルフェンスなど防塵対策 

※表中の番号は、課題番号を示す  
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減災対策協議会における「概ね 5年で実施する取組」を加えて、吉田川・新たな「水害に強い

まちづくりプロジェクト」取組メニューを一次設定した（中間とりまとめ：R2.1）。 

プロジェクトの主な取組メニューと基本方針および取組メニュー位置図を以降に示す。 

図 ６-１３ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」の主な取組メニュー 

（中間とりまとめ（R2.1）時点） 

プロジェクト基本方針

方針１：減災に向け、確実に効果が見込める取組を優先的に実施する。 

方針２：激甚化する災害に備えた、計画的な財源の確保を目指す。 

方針３：関係機関の役割分担を明確にし、横断的な連携を図り、実施効果を高める。 

方針４：地域の声を踏まえ、住民視点でのまちづくりを進める。 

方針５：定期的なフォローアップを行い、着実な事業推進を図る。
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図 ６-１４ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」位置図（中間とりまとめ（R2.1）時点）

5
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洪水被害からの再建ボーダーライン分析 

令和元年台風第１９号では、大崎市志田谷地地区と大郷町中粕川地区で約 300 戸の住家が被災

を受け、洪水後移転を決断された被災者も少なくなかった。これを受けて、今後も地域コミュニ

ティを維持していくために最低限必要な氾濫被害対策は、洪水被害が発生しても再建を決断出来

る被害規模に抑えることであると捉え、再建を決断出来るボーダーラインをアンケート・聞き取

り調査を用いて分析し、対策メニュー更新の基礎資料とした。

調査は、令和元年台風第１９号で被災した方を対象とし、当該地区の生業に農地が深く結びつ

いていることを考慮し、家屋被害を受けた方、農地被害を受けた方、事業所・店舗等が被害を受

けた事業者方を対象に行った。

洪水被害からの再建に関するアンケート・聞き取り調査 

１) 調査手法 

当初直接聞き取り方式としたが、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、アンケート方式を

併用して、調査を行った。

２) 調査地区 

調査は、吉田川の堤防決壊より甚大な浸水被害を受けた吉田川左岸の大郷町：粕川
かすかわ

ブロック

（中粕川
なかかすかわ

・土手崎
ど て ざ き

・三 十 丁
さんじゅっちょう

地区）、大崎市：志田谷地
し だ や ち

・幡谷
は た や

ブロック（川前
かわまえ

・志田谷地
し だ や ち

地区）

に対して行った。

図 ６-１５ アンケート・聞き取り調査地区

３) 調査期間 

調査は、当初令和２年１２月～１月にかけて実施した。その後、第５回分科会意見を踏まえ、

令和３年２月～３月にかけて追加で調査を行った。

当初調査期間：R2.12.18～R3.1.12 

追加調査期間：R3.2.25～3.19 
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４) 調査項目 

被災後に、再建や移転を決断するボーダーラインとなる被害の規模や内容を見つけるため、

被災内容や再建・移転の決断理由、再現の支障となる水深・流量等の洪水要素、支援制度や保

険の活用状況等を調査項目とした。

表 ６-１３ 主な調査項目 

・被災状況（家屋被災規模・農地被災内容・浸水深等）

・再建・移転の決断理由（決断理由、大変だったこと）

・再建の妨げ（支障となる洪水要素、農地浸水日数）

・支援制度、その他（支援制度・保険の活用、自衛の取組）

５) 調査数・回収数 

家屋や農地、事業所等が被災した方を対象に、アンケート調査票は大郷町 100 件、大崎市 150

件を配布した。聞き取り調査は、大郷町 7 件、大崎市 23 件に対して行った。被災した方のう

ち、移転して住居がわからず調査を行えなかった方は、大郷町 1 件、大崎市 17 件であった。

なお、各調査の実施にあたっては、より回答の精度を深めるため、行政区長・生活支援員の協

力を得て実施した。 

回答率は、被災後、移転し所在を追跡出来なかった方を除き、大郷町は 59％（63 件/107 件）、

大崎市は 74％（128 件/173 件）であった。 

表 ６-１４ 回答数／調査数（配布数） 

調査方法 
大郷町 大崎市 

調査数 回収数 調査数 回収数 

アンケート調査 100 56 150 105 

聞き取り調査 7 7 23 23 

未実施 1 0 17 0 

小計 

（回収率） 

108 63 

（58%） 

190 128 

（67%） 

※未実施は、移住等で連絡がつかず、調査を行えなかった件数を示す。

※令和元年台風第１９号で被災を受けた家屋数  大郷町（中粕川地区） ：108 戸 

 大崎市（志田谷地地区） ：190 戸 
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６) 調査結果 

回答者の過半数は住家被災者で 120 件、うち移転者は 20 件弱であった。 

住家被災と農地被災の両方に回答いただいた方も多く、農地被害の回答は約60件得られた。

農地を廃業した回答者は少なく、10件に満たなかった。また、企業被災者からの回答も若干得

られた。 

図 ６-１６ 回答者内訳（住家・農家・企業の重複を含む）

表 ６-１５ 回答者内訳 

区分 

アンケート調査 聞き取り調査 

計 
大郷町 大崎市 大郷町 

大崎市

(上志田) 

大崎市 

(下志田) 

住家 

（計120件） 

再建 40 50 3 7 4 104 

移転 6 9 - - 1 16 

農家 

（計 62 件） 

再建 7 38 3 5 3 56 

廃業 1 5 - - - 6 

企業 

（計 9件） 

再建 1 3 1 3 - 8 

移転・ 

廃業 
1 - - - - 1 

合計 56 105 7 15 8 191 

※住家・農家・企業の重複を含む

0 20 40 60 80 100 120 140

住家

農家

企業

回答数

再建 （大郷町）

再建 （大崎市）

移転・廃業 （大郷町）

移転・廃業 （大崎市）
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【主な設問と回答】 

令和元年台風第１９号の被災から家屋の再建もしくは移転を決断した理由 

家屋の被災規模別に再建もしくは移転を決断した理由を集計すると、大郷町・大崎市ともに家

屋が修復可能かどうかを再建・移転の決断理由に挙げた方が多かった。特に罹災判定で家屋の全

壊判定を受けた方にその傾向が強い。

図 ６-１７ 令和元年台風１９号水害からの家屋再建もしくは移転の決断理由

次に洪水被害が発生した場合、被災の規模がどの程度であったら家屋の再建を断念するか 

今回の洪水に限らず、今後洪水が発生した時の住家の再建・移転の判断基準は、家屋が修復出

来るかどうかとする回答が多かった。また、下流側の地区において家屋全壊判定を受けた方には、

浸水の規模によらず家屋浸水が発生したら再建を断念するという回答をした方も多かった。

図 ６-１８ 今後洪水で家屋浸水が発生した場合、再建を断念する被災規模
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全壊判定を受けた
方の多くが、修復
可否を決断理由に
挙げた

0 10 20 30 40 50 60

家屋全壊、もしくは修復不能

２階浸水、家財被害大

大規模半壊以上

半壊以上

床上浸水

床下浸水

その他

延べ回答数

全壊

大規模半壊

半壊

床上

床下

0 10 20 30 40 50 60

家屋全壊、もしくは修復不能
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半壊以上
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その他

延べ回答数

全壊

大規模半壊

半壊

床上
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粕川ブロック（大郷町）

志田谷地・幡谷ブロック（大崎市）

全壊判定を受けた方の多く
が、修復可否が再建の判断
理由になると回答した

全壊～半壊までの被災を受けた方の半数以上は、
修復可否が再建の判断理由になると回答した

全壊判定を受けた
方は、次に家屋浸
水があれば、再建
を断念するという
意見も多かった
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再建ボーダーラインの分析 

①家屋再建のボーダーライン 

家屋被害に対する再建の判断可否を、令和元年台風第１９号の家屋被災者を対象とした罹災

判定別に見ると、家屋全壊判定、大規模半壊判定、半壊判定を受けた方の過半数以上が、家屋

全壊もしくは修復不能となるような家屋被災を受けると再建を断念するという意見だった。

全壊罹災者には、より詳しく２階浸水や家財被害が大きい場合とする意見も一定数あったが、

これは浸水深で判断すると全壊規模であると判断出来る。

このことから、当該地区における家屋再建のボーダー

ラインは、全壊（家屋が修復不能となるような被害：

浸水深、概ね 2.3m 未満）とした。

なお、令和元年台風第１９号の家屋被災者には、床上

浸水や床下浸水等、被災の規模が小さくても家屋浸水が

発生したら再建を断念するという意見が一定数あった。

氾濫被害対策の整備目標を立てる場合は、これらの意見

も考慮して検討する必要がある。

図 ６-１９ 河川の氾濫等で浸水した場合の 

浸水深と被災規模の関係イメージ 
内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に

基づくイメージ図より作成

図 ６-２０ 家屋被害の再建ボーダーライン 
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②農地再建のボーダーライン 

農地被害に対する再建の判断可否は、農地に対する分かりやすい指標として、令和元年台風

第１９号において志田谷地・幡谷ブロックで排水まで２週間を要したことを踏まえ、浸水日数

で表現することとした。

農地浸水被害を受けた方を対象に、洪水によりどの程度の期間農地が浸水したら農地再建を

断念すると思うか質問したところ、浸水時間では表現できないとする意見も多かったが、1 週

間以上の浸水が発生したら再建を断念するという回答が最も多く、令和元年台風第１９号によ

る農地被災内容（土壌やハウスの被害、ゴミ・がれきの堆積、作物被害等）による回答の偏り

はなかった。

このことから、農地再建のボーダーラインを設定すると、1 週間未満での排水完了が再建の

ボーダーラインとなる。

ただし、令和元年台風第１９号は稲作等主要な農作物の収穫後に発生したため、農作物被害

が小さく、本調査結果にもその状況が反映されていると考えられるため、農地浸水のボーダー

ラインは参考値とする。

図 ６-２１ 農地被害の再建ボーダーライン 
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氾濫被害特性・水害リスクの評価（定量評価） 

令和元年台風第１９号の実績氾濫区域を対象に氾濫解析モデルを構築し、吉田川左右岸氾濫域

の洪水氾濫被害特性および水害リスクを定量的に評価した。

氾濫解析モデル（定量評価モデル）の概要 

氾濫解析モデルは、下流端に小野水位観測所の実績水位を与え、令和元年台風第１９号の堤防

決壊箇所までの氾濫被害特性を評価できるように、吉田川 4.0k～22.5k 区間までの区間で構築し

た。氾濫特性の評価は、吉田川 10k～24k までとし、鶴田川と山王江排水路をモデルに組み込み、

令和元年台風第１９号の浸水範囲を再現した。 

表 ６-１６ 氾濫解析モデル（定評評価モデル）の解析条件 

解析区間 
吉田川 4.0k～22.5k 

鶴田川 0.0ｋ～9.4k 

氾濫原 吉田川 10k～24k沿川区域 

洪水外力 令和元年台風第 19 号 

堤防決壊箇所 
吉田川 20.9k 左岸 
（令和元年台風第 19 号堤防決壊箇所） 

※堤防越水により堤防が決壊するものとした 

分析対象地区 
左岸：中粕川

なかかすかわ

、土手崎
どてざき

、 三十丁
さんじゅっちょう

、川前
かわまえ

・上志田
か み し だ

、下志田
し も し だ

、内ノ浦
うちのうら

右岸：鶉崎
うずらざき

、粕川
かすかわ

、羽生
はにゅう

、山崎
やまさき

、不来内
こ ず な い

、幡谷
は た や

図 ６-２２ 氾濫解析モデル（定量評価モデル）構築区間 
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氾濫被害特性評価（モデル事業の検証） 

本地域は、「水害に強いまちづくりモデル事業」で二線堤や排水機場の耐水化、非常用排水樋

管整備等の氾濫被害対策を行ってきた。ここでは、令和元年台風第１９号の浸水範囲を再現した

氾濫解析モデルを用いて、現在の地形・排水施設等の整備状況を反映し、氾濫被害特性を評価し

た。

１) 評価指標 

①家屋被害評価指標 

令和元年台風第１９号による家屋被害規模と、氾濫解析モデルによる洪水再現計算結果から

判断すると、本地域では被災の程度と浸水深はほぼ正比例の関係にある。前項に示したアンケ

ート・聞き取り調査を踏まえ、家屋被害は浸水深を指標として評価することとした。

評価の上限値は、前項で設定した再建ボーダーライン（全壊：家屋が修復不能となるような

被害 浸水深、概ね 2.3m 未満）とした。下限値は、鳴瀬川水系河川整備計画で、家屋浸水に

対し「床上浸水等の重大な家屋浸水被害を防止」することを目標※としていることを踏まえ、

床上浸水解消とした。

※河川整備計画の目標規模は、戦後の代表洪水である昭和 22 年 9 月洪水、関東・東北豪雨（平成 27

年 9 月洪水）と同規模の洪水（令和 4年 3月時点） 

②農地被害評価指標 

農作物により被害が生じる浸水深が異なるため、農地の氾濫被害特性は浸水深では評価出来

ない。当該地区は、昭和６１年８月洪水や令和元年台風第１９号など浸水が長期化した実績が

あり、前項に示したアンケート・聞き取り調査でも浸水の長期化への着目度は高かった。

これを受けて、農地被害は浸水日数を指標として評価することとした。

評価の上限値は、家屋被害と同じく再建ボーダーライン（1 週間未満での排水完了）から設

定した。下限値は、土地改良事業計画設計基準等で内水対策の許容湛水基準として示されてい

る 1日（水深 30cm 以上の期間が 24 時間未満：水稲）とした。 

表 ６-１７ 危険度ランクの設定 

評価ケース 20.9k 左岸決壊＋越水 

評価指標

浸水深 
上限値：全壊相当水深（再建ボーダーライン） 

下限値：床上浸水解消（鳴瀬川水系河川整備計画より設定） 

浸水日数 

上限値：1週間（再建ボーダーライン） 

下限値：1日（土地改良事業計画設計基準等での湛水許容目標値よ

り設定） 
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図 ６-２３ 危険度ランクの設定 

図 ６-２４ 氾濫被害特性の表記設定  
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２) 氾濫被害特性評価結果（令和元年台風第１９号再現） 

令和元年台風第１９号を外力とし、当該地区では「水害に強いまちづくりモデル事業」の

各種施策（河道整備、二線堤、排水機場の非湛水化、非常用排水樋管整備、等）を実施し、

治水安全度は向上しているものの、以下のような氾濫被害特性を有しており、今後も継続し

て氾濫被害対策を実施し、「水害に強いまちづくり」に取り組む必要がある。

表 ６-１８ 氾濫被害特性評価 

●地域により氾濫被害のリスクが異なる 

・高台や流入支川により氾濫域が分割された貯留型の氾濫域が多いが、一部に流下・拡散

型氾濫域と貯留型の氾濫域が混在し、地域により氾濫被害リスクが異なる。

・流下型氾濫域の末端に位置する地域等では、氾濫が発生すると浸水深が深く長期化する

ため、家屋全壊に至るような大規模な被害が発生する。

●自然排水が困難な低平地形の氾濫特性 

・各氾濫域の下流部は自然排水が困難な低平地形となっており、浸水が長期化しやすい。

・堤防決壊により大量の氾濫水が堤内地に流れ込むと、容易には排水が出来ず被害が甚大

化する。

地区別に、前頁で示した危険度ランクで評価すると、吉田川左岸の中粕川～下志田地区に

かけては、家屋・農地とも下流に位置する地区の危険度が高くなる特徴がある。中粕川、土

手崎地区の危険度は 1～3 にとどまるが、その下流に位置する土手崎、川前・上志田地区で

は家屋危険度は 4、農地危険度は 5 にまで達する。さらに下流に位置する下志田地区では、

家屋・農地とも危険度は最大の 5となる。 

品井沼遊水地の下流側に位置する内ノ浦地区は、家屋危険度は床下浸水のみでランク１と

なり、吉田川の右岸に位置する地区では家屋浸水は発生しなかったが、これらの地区内の農

地は浸水が長期化し、危険度ランク 5に達する区域が発生する。 
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図 ６-２５ 氾濫被害特性評価（令和元年台風第１９号再現）
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水害リスク評価（緊急治水対策整備完了時点の評価） 

吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」の取組メニューのうち、対策内容が具

体化されている河道整備や、具体化されていないものの対策効果が期待できる氾濫被害軽減対策

について、氾濫解析モデル（定評評価モデル）を用いて対策実施後の水害リスクを評価した。

対策検討ケースは、既に事業が開始されている緊急治水対策完了時点とした。

その他、緊急治水対策事業完了後の家屋浸水対策（宅地嵩上げ）や排水能力向上対策について

も試算した。

表 ６-１９ 水害リスク検討ケース 

検討ケース 備 考 

ケース 1 

実施中の事業対策効果 

（緊急治水対策（築堤、河道掘削、

遊水地整備） 

河道整備により堤防越水がなくなるため、河道水位

が HWL を超過した場合に堤防決壊するとして、水害

リスクを評価 

ケース 2 宅地嵩上げの整備効果 ケース 1の計算結果を用いて評価 

ケース 3 非常用排水樋管増設効果 試算。具体な計画はまだ無く、評価対象外とした。 

表 ６-２０ 水害リスク評価 対策目標（案） 

対策 

区分 
対策指標 対策目標（案） 

水害リスク 

評価ランク 
設定根拠（地域の現況特性） 

家屋 

対策 
浸水深 

床上浸水の防止 

（0.5m） 
ランク 1 

・再建のボーダーラインは、下志田地区を除

く地区でクリアする。 

・現状、鳴瀬川水系河川整備計画の治水対策

目標は満足していない。 

農地 

対策 
浸水日数 

浸水 1日未満での 

排水完了 
ランク 1 

・再建のボーダーラインをクリアする地区が

ある。 

・現状、土地改良事業計画設計基準等に示さ

れている湛水許容基準は満足していない。 

※氾濫被害対策に対する整備目標は、今後洪水規模も含めて検討していく必要がある。

シミュレーション結果では、緊急治水対策による河道整備などの効果は大きく、令和元年台風

第１９号と同じ条件の洪水が発生したと仮定した場合、吉田川の河道水位は堤防高を超過しなく

なり、堤防越水による浸水被害はなくなる。河道水位が HWL を超過して堤防が決壊した場合も、

浸水被害は令和元年台風第１９号浸水実績と比べ浸水深・浸水日数とも小さくなるとの結果を得

た。また、宅地嵩上げも、河道整備等により浸水深が低減することで、現実的な嵩上げ高で床上

浸水解消等の効果を発揮すると考えられる。 

しかしながら、吉田川の河道水位は HWL を超過するため、堤防決壊の危険性が残り、堤防決壊

した場合、水害リスク評価の対策目標（案）は満足しない。排水対策（試算値）も一定の効果は

あったが、下流域や周辺地域への影響を考慮し、複数の対策を組み合わせていかなければ目標を

達成しないと考えられる。 

地区別では、吉田川左岸の中粕川～下志田地区では家屋浸水対策を行う必要がある。特に危険

度の高い三十丁～下志田地区では、適正な土地利用誘導も考慮する必要があると思われる。 

また、農地浸水の長期化解消は全地区共通の課題である。継続して対策を検討する必要がある。
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※図中の対策項目は試案であり、メニューの具体化を図るには、今後詳細な検討を行う必要がある。 

図 ６-２６ 水害リスク評価（緊急治水対策整備完了時点の評価）
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プロジェクト推進にあたっての課題の整理 

令和元年台風第１９号に対する「水害に強いまちづくりモデル事業」取組メニューの効果・課

題について、アンケート・聞き取り調査を用いた定性評価、氾濫解析モデルを用いた定量評価で

検証した。

アンケート・聞き取り調査による定性的な検証結果 

「水害に強いまちづくりモデル事業」取組メニュー7項目のうち、「治水の道ネットワーク整備」
と「活力ある快適生活拠点都市の形成」については、平常時・災害時の整備効果が確認され、整

備も完了しており継続性はなかったが、それ以外の 5項目については機能向上を図るべき取組メ
ニューが含まれており、対策効果があったソフト対策についても、今後も継続して実施していく

必要がある。また、新たな知見や技術の発展により、モデル事業実施後に取り組まれてきたソフ

ト対策も数多くあり、これらについても課題を解決し、継続的に実施していく必要がある。 

これを受けて、『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』では、下記Ⅰ.～Ⅵ.

までの取組メニュー６本柱を推進することとした。 

表 ６-２１ 「水害に強いまちづくりモデル事業」 取組メニューの定性評価結果 

Ⅰ.治水安全度の向上 

Ⅱ.氾濫拡大の防止 

Ⅲ.避難地警報システム 

Ⅳ.氾濫水排水の迅速化 

Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導（規制）

ハード対策（河道整備・排水施設整備等）は、

効果があったが機能向上等必要

→継続して検討・実施

ソフト対策は、効果があった

→継続して検討・実施

治水の道ネットワーク整備 

活力ある快適生活拠点都市の形成 

効果があった 

→事業完了

Ⅵ.新たな減災・ソフト対策 「水害に強いまちづくりモデル事業」策定以

降に新たに取り組まれたソフト対策 

→継続して検討・実施

氾濫被害解析モデルを用いた定量的な検証結果 

「水害に強いまちづくりモデル事業」実施後の令和元年台風第１９号当時の河道状況や地形、

施設整備状況を反映して氾濫被害特性を評価した。その結果、この地域には以下の氾濫被害特性

上の課題があり、今後も継続して氾濫被害対策に取り組む必要がある。

表 ６-２２ 氾濫被害特性（モデル事業の定量評価） 

●地域により氾濫被害のリスクが異なる 

・流下・拡散型氾濫域と貯留型の氾濫域が混在し、地域により氾濫被害リスクが異なる。

・流下型氾濫域の末端地域等で、浸水深が深く長期化。大規模な被害が発生する。

●自然排水が困難な低平地形の氾濫特性 

・各氾濫域の下流部は自然排水が困難な低平地形となっており、浸水が長期化しやすい。

・大量の氾濫水が流れ込むと、容易には排水が出来ず被害が甚大化する。
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本プロジェクト取組メニューの水害リスク評価 

アンケート・聞き取り調査結果より氾濫被害ボーダーラインを設定し、『吉田川・新たな「水

害に強いまちづくりプロジェクト」』取組メニューの効果を評価すると、既に計画・実施内容が

決まっているハード対策だけでは再建ボーダーラインを満足できなかった。

そのため、対策の追加や対策規模の拡張等、さらなる整備が必要となる。

プロジェクト推進にあたっての課題の整理 

以上のことから、「水害に強いまちづくりモデル事業」の概念と施策を引き継ぎ、より水害に

強いまちづくりを目指して新たな取組を追加し、令和元年台風第１９号に対する氾濫被害対策を

継続して行っていく必要がある。

プロジェクトの推進にあたっては、現時点において、事業制度が決まっておらず、財源が確保

出来ていない取組メニューもあり、さらに氾濫被害特性の地域差や気候変動の影響等も踏まえ、

地域の特性に応じた取組メニューの規模や内容を決定することが求められるなどの課題があり、

これらを踏まえプロジェクト取組メニューを更新する。

表 ６-２３ プロジェクト推進にあたっての主な課題 

・今後、令和元年台風第１９号を上回る洪水規模の発生の可能性が懸念される。  

・流域における河川流入量の抑制や、氾濫流の抑制、排水対策等、流域全体の取組でリスクを

分散し、大規模水害に備える必要がある。  

・対策による負荷増大等、新たな利害関係が形成されるため、広域かつ多方面の関係者を交え

た議論・合意形成が必要。  

・事業を推進する制度が無く、財源が確保出来ていない取組メニューがある。  

・地域により氾濫被害特性は異なり、地域の特性に応じた取組メニューが求められる。 
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７.本プロジェクト取組メニューの更新 

プロジェクト取組メニュー 

『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』の中間とりまとめ（令和 2年 1月）

以降のプロジェクトの取組状況、関連する新たな事業や実証実験を加え、氾濫被害特性・水害リ

スクの評価結果を踏まえて、プロジェクト取組メニューの更新を行った。 

図 ７-１ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」の主な取組メニュー
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図 ７-２ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」位置図

Ⅱ.氾濫拡大の防止

Ⅰ.治水安全度の向上 Ⅴ.適正な土地利用の規制誘導Ⅲ.避難地警報システム

Ⅳ.氾濫水排除の迅速化

・堤防整備
・河道整備（河道拡幅・河道掘削）
・ダムの柔軟な対応（既存ダム有効活用）
・新たな洪水調節施設（ダム・遊水地）
・水田貯留（田んぼダム）、ため池改修
・堤防強化
・堤防天端の活用 等

・雨水貯留施設・調整池の整備
・排水路の整備・維持管理
・氾濫流抑制（道路嵩上げ・二線堤） 等

Ⅵ.新たな減災・ソフト対策

・水防災拠点の機能拡張・増設
・各種制度の拡充および基準規制の緩和
・避難路・復旧路線（道路嵩上げ・二線堤）
・防災行政無線戸別受信機や防災ラジオ等の配布
・光ファイバー回線の2重化
・地区別ハザードマップ
・内水ハザードマップ 等

・都市計画等と防災対策の連携強化
・浸水想定地域等ハザードエリアからの移転・建替え

等に対する自治体支援の推進
・復興まちづくり（中粕川地区）
・宅地嵩上げ・高床化の支援 等

・地域別情報発信手法の構築
・災害時情報担当者の確保・連絡体制の構築
・マイ・タイムラインの作成
・関係機関が連携した水防訓練
・ロールプレイング防災訓練の継続実施 等

・排水施設の増設検討
・既設排水機場の能力強化・非浸水化
・非常用排水樋管の工夫・改良 等
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プロジェクトロードマップ 

本プロジェクトロードマップは、『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』の対策メニューを取組メニュー別に整理し、中間と

りまとめ（令和 2年 1月）以降のプロジェクト進捗状況を反映し、対策事業の概ねの開始時期と事業に要する期間を示したものである。 

表 ７-１ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」ロードマップ（１／４） 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

概ね1年 概ね5年

直ちに検討、
必要な対策を調整のうえ実施

短期的に検討、
必要な対策を調整のうえ実施

継続して検討、
必要な対策を調整のうえ実施

河道計画 河川整備計画の変更 国・県

堤防整備・堤防復旧 国・県

河道掘削 国・県

河道拡幅（引堤） 国

遊水地 国

新たな洪水調節施設（ダム・遊水地） 国・県

水田貯留（田んぼダム）、ため池改修 県・市町

ダムの柔軟な対応（既存ダムの有効活用） 国・県

堤防強化（壊れにくい堤防） 堤防天端・法尻の保護 国・県

堤防天端通行ルールの見直し検討 国

堤防天端幅の確保 国・県

側帯 側帯増設 国

雨水貯留施設・調整池の整備 市町

排水路の整備・維持管理 県・市町

氾濫流制御対策
氾濫流制御路線（道路・二線堤）の抽出、道
路嵩上げ

県・市町

Ⅰ.治水安全
度の向上

河道整備

ダム等の洪水調節機能の向上

堤防天端の活用

Ⅱ.氾濫拡大
の防止

内水対策

6本柱
分類

取組メニュー 対策メニュー 実施主体
流域全体で、あらゆる関係者の協働・連携による抜本的な防災・減災の推進
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表 ７-２ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」ロードマップ（２／４） 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

概ね1年 概ね5年

直ちに検討、
必要な対策を調整のうえ実施

短期的に検討、
必要な対策を調整のうえ実施

継続して検討、
必要な対策を調整のうえ実施

水防災拠点の機能拡張 国・市町

水防災拠点運用ルールの策定 国・市町

避難建物の整備・物資備蓄 国・市町

被災地の防災まちづくりに関する制度
の拡充・規制緩和

各種制度の拡充および基準規制の緩和 国・県

市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確
保のための対策の充実（耐水化、非常
用発電等の整備）

庁舎や排水機場の耐水化の確認・耐水化、及
び非常用電源等の対策の必要性や問題意識を
共有

国・県・市町

氾濫による危険性が特に高い区間のリスク情
報共有

国・県

建設発生土、伐採木の処理・活用方法、対策
後維持管理の検討・調整

国・県

避難路・復旧路線の抽出 国・県・市町

道路嵩上げ 県・市町

二線堤（河川管理用通路・バイパス）の検
討・実施

国・県

屋外子局の増設 市町

防災行政無線戸別受信機や防災ラジオ等の配
布

市町

想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾
濫シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区
域の公表

国・県

隣接市町村間の避難計画を考慮したハザード
マップの作成・周知

市町

地区別ハザードマップの作成 市町

まるごとまちごとハザードマップの作成 市町

内水ハザードマップの作成 市町

光ファイバー回線の２重化 国

危機管理型水位計、監視アラート、CCTV等の
整備

国・県・市町

Ⅳ.氾濫水排
除の迅速化

排水能力の強化 排水機場の増設 国・県

水防災拠点の機能拡張・増設

Ⅲ.避難地警
報システム

実施主体

多数の家屋や重要施設等の保全対策

避難路・復旧路線の確保

防災行政無線

ハザードマップ

水位情報等情報提供の強化

6本柱
分類

取組メニュー 対策メニュー
流域全体で、あらゆる関係者の協働・連携による抜本的な防災・減災の推進
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表 ７-３ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」ロードマップ（３／４） 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

概ね1年 概ね5年

直ちに検討、
必要な対策を調整のうえ実施

短期的に検討、
必要な対策を調整のうえ実施

継続して検討、
必要な対策を調整のうえ実施

排水機場の能力強化 国・県

防塵対策 国・県

排水樋管の工夫・改良 国

防塵対策 国

将来的な土地利用の規制誘導 都市計画等と防災対策の連携強化 市町

移転・建替え補助制度の検討
浸水想定地域等ハザードエリアからの移転支
援

市町

復興まちづくり（中粕川地区） 市町

宅地嵩上げ・高床化の支援 市町

地域別の情報発信手法の構築 市町

災害時情報担当者の確保・連絡体制の構築 国・県・市町

リエゾンの早期応援要請・プッシュ型派遣
ルールの構築

国・県・市町

浸水想定及び河川水位等の情報提供 国・県

ダムや堰・樋門等の機能や効果、操作に関す
る情報周知

国・県

ダム放流情報・通知タイミングの改善 県

プッシュ型の洪水情報の発信 国・県・市町

浸水情報、通行止等の道路交通・規制情報の
共有

市町

夜間等の急激な水位上昇を想定したタイムラ
インの改善及び訓練・検証

国・県・市町

マイ・タイムラインの作成 市町

水害リスクの高い地域住民との共同点検・避
難訓練

国・県・市町

ロールプレイング防災訓練の継続実施 国・県・市町

Ⅳ.氾濫水排
除の迅速化

非常用排水設備

6本柱
分類

取組メニュー

Ⅵ.新たな減
災・ソフト
施策

排水能力の強化

避難訓練・教育の推進

対策メニュー 実施主体

Ⅴ.適正な土
地利用の規
制誘導

土地利用・住まい方の工夫

洪水時における河川管理者等からの情
報提供等

避難勧告等発令の対象区域、判断基準
等の確認

流域全体で、あらゆる関係者の協働・連携による抜本的な防災・減災の推進
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表 ７-４ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」ロードマップ（４／４） 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

概ね1年 概ね5年

直ちに検討、
必要な対策を調整のうえ実施

短期的に検討、
必要な対策を調整のうえ実施

継続して検討、
必要な対策を調整のうえ実施

避難訓練・教育の推進
水防災教育出前講座を活用した講習会の実
施・支援体制の構築

国・県・市町

浸水実績等を用いた水害リスクの周知 国・県

企業等における防災知識の普及啓発のための
講習会等の実施

国・県

隣接市町村間の避難計画の策定 市町

災害協定による避難先確保 市町

要配慮者サポーターの育成 市町

避難行動宣言（旗・タオル等）ツールの導入 市町

要配慮者利用施設避難計画（管理者への説明
会・避難計画の作成）

国・県・市町

応急的な退避場所の確保 応急的な退避場所の整備 市町

災害支援協定の拡充 複数自治体連携による災害時広域支援協定 市町

関係機関が連携した水防訓練 市町

水防団等の募集・指定を促進 市町

水防団等との双方向連絡体制の維持・強化 国・県・市町

重要水防箇所の合同巡視 国・県・市町

水防資機材の保有状況の確認・拡充 国・県・市町

夜間作業用ライト・雨具等の防災拠点等への
備蓄

国・市町

緊急排水計画(案)の作成 国・県

緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施 国・県

排水管理情報の連結・共有体制の再構築 国・県・市町

隣接市町村における避難場所の設定
（広域避難体制の構築）等

要配慮者利用施設における避難計画の
作成及び避難訓練の実施

発災時に人命と財産を守る水防活動・
排水活動の強化

Ⅵ.新たな減
災・ソフト
施策

6本柱
分類

取組メニュー 対策メニュー 実施主体
流域全体で、あらゆる関係者の協働・連携による抜本的な防災・減災の推進
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主な取組メニュー 

治水安全度向上に関する主な対策＜Ⅰ＞ 

河道整備（河道拡幅（引堤）・河道掘削、等） 

河川水位を低下させるため河道整備（河道拡幅（引堤）・河道掘削、等）を進めて治水安全度

を向上させる。【河川管理者が主体的に実施】

図 ７-３ 河道掘削イメージ

堤防天端・法尻の保護 

計画を上回る洪水が発生し、越水が発生しても、堤防決壊までの時間を少しでも延ばすための、

壊れにくい堤防整備を進める。【河川管理者が主体的に実施】

図 ７-４ 堤防裏法尻の補強イメージ 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。
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水田貯留（田んぼダム） 

水田の排水口に堰板を設置する等して、水田に一時的に雨水を貯留することで、水路への流出

量を抑制する。

 また、流域の保水能力を維持するため、農地等緑地の保全に努める。

【施設管理者が主体的に実施】

※水田貯留（田んぼダム）：パイプよりも小さな穴のあいた調整装置（板等）を取付け、ゆっく

りと排水することで、排水路の急激な水位上昇を抑制する

図 ７-５ 水田貯留のイメージ 図 ７-６ 宮城県田んぼダム実証コンソーシアム

図 ７-７ 水田貯留（田んぼダム）実証実験の様子 

（写真：大崎市）

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。 
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堤防天端通行ルールの見直し検討 

発災時に速やかな排水・復旧活動を行うため、堤防天端の通行ルールの見直しを検討する。

災害対策車の通行に対して堤防天端幅が不足する区間は、堤防天端幅の確保対策を検討する。

【河川管理者が道路管理者等と連携して実施】

図 ７-８ 令和元年台風第１９号の排水作業の様子

ホースブリッジにより一般車両の通行を確保しつつ、排水作業を実施した。

側帯増設 

排水作業や水防活動の実態を踏まえて地点を選定し、効率的な水防・排水・復旧の観点から、

側帯を増設する。【河川管理者が主体的に実施】

図 ７-９ 令和元年台風第１９号の側帯利用の様子 

令和元年台風第１９号では、大郷大橋（18K）左岸の側帯部分を活用した排水作業の様子。応
急復旧用の資材置き場、災害対策車の待機所等にも活用された。

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。  
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氾濫拡大の防止に関する主な対策＜Ⅱ＞ 

雨水貯留施設・調整池の整備 

排水路の整備・維持管理 

流域貯留施設・調整池等の整備により、支流への流出抑制を推進する。また、既設排水路の適

切な維持管理により、機能を確保する。【市町・施設管理者が連携して実施】

図 ７-１０ 姥ヶ沢地区内水対策

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。 
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避難地警報システムに関する主な対策＜Ⅲ＞ 

二線堤（河川管理用通路・バイパス）の検討・実施 

鹿島台市街地から松島町方向への避難を支援するため、国道 346号バイパス二線堤区間と吉田
川堤防兼用区間を繋ぐ二線堤（河川管理用通路・バイパス）を検討・実施する。【河川管理者・

道路管理者が連携して実施】

図 ７-１１ 二線堤（河川管理用通路・バイパス） 

避難建物の整備・物資備蓄 

水防災拠点に、災害時に雨風を防ぐことが出来る避難建物を整備する。

また、災害対策車両車庫や水防物資の倉庫スペースを設けて物資を備蓄し、迅速な水防活動・

復旧活動に努める。【市町が河川管理者と連携して実施】

図 ７-１２ 志田谷地防災センター（現水防災拠点）整備イメージ

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。 
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水防災拠点の機能拡張・増設 

災害時の水防災拠点の活用状況を踏まえ、拠点機能の拡張・増設を検討する。【河川管理者・

市町が連携して実施】

①周辺に安全な一時避難場所が不足してい

る地域への増設

②排水・復旧活動ならびに住民の避難等ス

ペースを踏まえた拡張

図 ７-１３ 災害時の水防災拠点活用状況

水防災拠点運用ルールの策定 

災害時に水防災拠点をより効率的に使用するため、緊急避難、水防・復旧活動の使用スペース

や使用方法等、水防災拠点の運用ルールを策定する。【河川管理者・市町・関連機関が連携して

実施】

避難路・復旧道路の嵩上げ 

冠水による避難の遅延を防止するとともに、速やかな水防活動・復旧活動を行なうため、道路

冠水を防止すべき路線を抽出し、道路の嵩上げを実施する。【道路管理者・市町・河川管理者が

連携して実施】

図 ７-１４ 中粕川地区復興まちづくり計画 避難路イメージ 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。  

避難路として活用 

避難路 

避難路へのアクセス 
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防災行政無線 屋外子局の増設 

屋外での情報伝達環境を改善するため、主要な場所に屋外子局を増設し、音声が聞き取れない

場所の減少を図る。【市町が主体的に実施】

図 ７-１５ 大崎市志田谷地地区に増設された防災行政無線屋外子局

光ファイバー回線の二重化 

堤防決壊による光ファイバーケーブルの物理的な損傷に備えて、回線の二重化を図る。【河川

管理者が主体的に実施】

図 ７-１６ 東日本大震災による通信インフラ設備の被災状況 

（東日本大震災における復旧活動の軌跡 NTT 東日本 2011 年 11 月）

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。  
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地区別ハザードマップ、まるごとまちごとハザードマップ等の作成検討 

地区の特性に応じて、「地区別のハザードマップ」や「まるごとまちごとハザードマップ」「内

水ハザードマップ」の作成を検討する。【市町および住民が主体的に実施】

図 ７-１７ 大崎市内水ハザードマップ 図 ７-１８ 富谷・黒川地区わがまちマップ 

危機管理型水位計、監視アラート、ＣＣＴＶ等の整備 

限られた人員で効率的に水位監視を行い、危険に対し速やかな対応を行うため、遠隔監視能力

の向上を図る。【河川管理者が主体的に実施】

図 ７-１９ 簡易アラート 

図 ７-２０ 危機管理水位情報の発信例 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。  
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氾濫水排除の迅速化に関する主な対策＜Ⅳ＞ 

非常用排水設備 排水樋管の工夫・改良、防塵対策 

非常用排水樋管の敷高等を改良し、排水能力の強化を図る。

また、季節により多くのゴミが排水呑口に集まるため、スクリーン等の除塵対策を検討する。

【施設管理者が主体的に実施】

図 ７-２１ 志田谷地排水樋管の法裏部

排水能力の強化 

排水機場や排水ピットの増設、既存排水機場の排水能力向上・非浸水化対策等を検討し、排水

能力の強化を図る。

また、稲藁等による排水機能の低下を抑制するため、除塵対策を検討する。

【施設管理者が主体的に実施】

図 ７-２２ 排水機場操作盤嵩上げ（後谷地排水機場）

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。
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適正な土地利用の規制誘導に関する主な対策＜Ⅴ＞ 

将来的な土地利用の規制誘導 

立地適正化計画と防災計画の連携を強化し、浸水想定地域等ハザードエリアを踏まえた居住の

誘導を図る。

また、災害リスク情報の提供等により、浸水想定地域等ハザードエリアにおける開発の抑制に

努める。【市町が主体的に実施】

図 ７-２３ 土地利用規制の例 

出典：第 20回 大規模水害に関する専門調査委員会

移転・住居建替え補助制度の検討 

国・県・自治体等による補助制度を活用した浸水想定地域等ハザードエリアからの住居移転事

例を参考に、地域の状況に応じた支援策を講じる。【市町が主体的に実施】

図 ７-２４ 移転補助制度の例

出典：第 20回 大規模水害に関する専門調査委員会

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。
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復興まちづくり（中粕川地区） 

堤防決壊地点直下で甚大な被害を受けた中粕川地区の堤防を復旧するとともに、防災コミュニ

ティセンターや防災避難緑地等を配置し、復旧した堤防天端を避難路として活用するためのアク

セス路を設ける等、防災力の高い地域を構築する。【河川管理者・市町が連携して実施】

図 ７-２５ 中粕川地区復興まちづくりイメージ図

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。  
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宅地嵩上げ・高床化の支援 

浸水の実績区域や、浸水の想定される区域に現存する建築物に対し、嵩上げや高床化等の工事

費用を助成する。【市町が主体的に実施】

大崎市宅地嵩上げ等事業補助金

大崎市では、立地適正化計画に定める居住区域内において、浸水被害を軽減す

るため、一定の要件を満たした対象区域内の住宅の所有者が行う宅地嵩上げ等

に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付している。

図 ７-２６ 大崎市古川地区の居住誘導区域

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。
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新たな減災・ソフト対策に関する主な対策＜Ⅵ＞ 

地域別の情報発信手法の構築 

都市部と農村部等、地域住民の生活環境や年齢構成により、使用頻度の高い通信手法は異なる

ため、地域に応じた発信手法を予め設定する。【市町が主体的に実施】

図 ７-２７ 地域別情報発信イメージ

マイ・タイムラインの作成検討 

地区の特性に応じた避難行動を認識し、防災意識を高め、自助能力を形成するための取組とし

て、マイ・タイムラインの作成を実施する。【市町・住民が連携して実施】

図 ７-２８ 宮城県自主防災組織リーダー研修会の様子（2021.7：大崎市） 

図 ７-２９ マイ・タイムライン記載例（仙台市）

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります  

Ａ地区
防災行政無線
電話連絡
戸別訪問、等

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

防災ラジオ
エリアメール
防災アプリ、等
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災害時情報担当者の確保・連絡体制の構築 

リエゾンの早期応援要請・プッシュ型派遣ルールの構築 

災害時に河川管理者－自治体－関係機関・住民間の情報伝達を遅滞なく行なうため、予め情報

担当者を定め、連絡体制を構築する。

また、効率的に情報連絡を行なうため、早期にリエゾンの応援要請を行なうとともに、プッシ

ュ型でのリエゾン派遣も積極的に行うこととし、応援要請・派遣ルールを構築する。【河川管理

者・市町・関係機関が連携して実施】

図 ７-３０ 令和元年台風第１９号≪令和元年東日本台風≫におけるリエゾン派遣状況

※要請による派遣の他、一部プッシュ型による派遣も行った 

浸水実績等を用いた水害リスクの周知 

想定浸水深等、災害リスクに関する情報を地域の各所に表示することで、日常から住民の水防

災意識向上を図る。【河川管理者・市町が連携して実施】

図 ７-３１ 洪水痕跡看板

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります  

鹿島台町消防団第６分団第２班ポンプ置場 
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ロールプレイング防災訓練の継続実施 

災害時に慌てず行動に移せるように実践的なロープレイング形式を取り入れ、継続的に防災訓

練を実施する。

水防団や自主防災組織等、災害時に地域のキーマンとなる組織についても、同様の防災訓練実

施を働きかけていく。【河川管理者・市町・関係機関が連携して実施】

図 ７-３２ ロールプレイング形式の防災訓練の一種【ホットライン訓練】 

（国土交通省下館河川事務所）

災害協定による避難先確保 

長距離移動が困難、あるいは、近隣に親族が居住していない高齢者等には、あらかじめ高台に

位置する介護施設等と受入協定を結び、災害時の早期避難先を確保する。【市町が主体的に実施】

図 ７-３３ 福祉避難所案内例（京都市）

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります  
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水害リスクの高い地域住民との共同点検・避難訓練 

定期的に、共同点検や避難訓練を実施し、水害

常襲地域である当該地域の防災意識の維持に努

めるとともに、災害時に速やかに避難行動が取る

ための備えを行なう。

【市町・住民が連携して実施】

図 ７-３４ 水防演習で住民参加の避難訓練

要配慮者サポーターの育成 

要配慮者の逃げ遅れがないように一緒に行

動する、あるいは、避難行動を迷う人を後押

しする人材を育成することで、地域全体の防

災力向上を図る。【市町・住民が連携して実施】

図 ７-３５ 福祉避難コーナー設置ガイドライン（京都府） 

避難行動宣言（旗・タオル等）ツールの導入 

個別訪問による未避難者の確認時間を短縮する

とともに、避難行動を促すツールとして、旗やタオ

ル等を用いた避難行動宣言の導入を検討する。【市

町・住民が連携して実施】

図 ７-３６ 自主防災組織による避難行動宣言パネル  図 ７-３７ 大郷町の避難行動宣言旗 

（仙台市） 

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります  
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水防団等との双方向連絡体制の維持・強化 

行政の監視のみで把握できない越水や漏水箇所を、水防団等から報告できるように連絡窓口を

周知するとともに、収集した被災情報を行政間（自治体－河川管理者）で共有する連絡体制を構

築する。【河川管理者・市町・関係機関が連携して実施】

夜間作業用ライト・雨具等の防災拠点等への備蓄 

夜間の水防・復旧活動に備え、雨具や照明等を水防災拠点等に備蓄し、水防団等の活動の安全

性を確保する。【河川管理者・市町・関係機関が連携して実施】

複数自治体連携による災害時広域支援協定 

災害協定を結んでいる地元建設業者の人手が不足し、対応が遅れる事態を防ぐため、複数の自

治体で災害協定情報を共有し、状況に応じて連携市町村より応援要請を行い、速やかな水防・復

旧活動が行えるよう努める。【市町が主体的に実施】

図 ７-３８ 夜間の復旧作業の様子（R1.10.23）

図 ７-３９ 広域支援連携のイメージ

排水管理情報の連結・共有体制の再構築 

排水樋管操作に関して、操作ルールや管理者・連絡先情報等を関係機関で共有し、内外水位の

状況連絡や地域からの質問対応をスムーズに行えるように努める。【施設管理者・関係機関が連

携して実施】

※具体的な対策内容等については、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります

支援
要請

協定企業

自治体Ｂ

被災

自治体Ａ

協定企業

出動重複
対応不可

連携

支援要請

広域支援要請

広域支援
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８.プロジェクトのビジョン（展望） 

プロジェクトのビジョン 

吉田川とその北側に広がる丘陵地に囲まれた旧品井沼周辺は、自然排水が困難な低平地形のた

め、浸水が長期化し、河川堤防の決壊や越水による氾濫が発生すると被害が甚大化するという氾

濫被害特性を持つ。また、流下・拡散型と貯留型の氾濫域が混在し、地域により氾濫被害のリス

クが異なり、例えば流下型氾濫域の末端に位置する地域等では、ひとたび氾濫が発生すると、浸

水深が深く長期化するため、家屋全壊に至るような大規模な被害が発生する。 

この地域では、昭和６１年８月洪水での被害を教訓と

して、地域が大洪水に陥っても被害を最小化する「水害

に強いまちづくりモデル事業」を行ってきたが、令和元

年台風第１９号で再び大規模な浸水被害が生じた。今般、

その検証と課題整理を行い、国・県・市町など地域が連

携し、一体となった今後の減災対策に資する提案を『吉

田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』

として取りまとめた。今後も引き続き、このプロジェク

トの推進のため、６本柱からなる取組メニューの着実な

実施・検討が必要である。               図 ８-１ 取組メニュー６本柱

一方で、気候変動による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、令和元年台風第１９号や施設の能力

を上回る洪水が発生する可能性は小さくない。引き続き、大規模氾濫被害の最小化に向けた、よ

り水害に強いまちづくりの実践が求められている。そのためには、流域のあらゆる関係者が協働

して①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、

早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める「流域治水」の観点で『吉

田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』を深化させ対応することが重要となる。 

図 ８-２「流域治水」対策を吉田川でイメージ
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流域治水の考え方を踏まえて『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』を深化

させるためには、新たな利害関係が形成されることも想定され、広域かつ多方面の関係者を交え

た議論・合意形成が課題となる。そこで、流域全体で目指すべき将来像を明確にするため、これ

まで分科会で議論した内容に流域治水の観点を加えたプロジェクトのビジョン（展望）として取

りまとめ、共有を図る。 

プロジェクトのビジョン（展望） 

流域のあらゆる関係者が協働し、将来起こりえる災害に対して地域特性に即した効果的

な施策を実施し、人命と地域の生業を守り、安全・安心な社会を形成する

図 ８-３ ビジョン（展望）に関する分科会意見（キーワード） 

集落の被害を最小限

人命を重視

地域の安全・安心に繋がる
社会の実現

安心して過ごせるまちづくり

地域の発展

他の地域から見ても安全な

人命を尊重

安心して生活出来る居住区

全体的な安全度の
ランクアップ

安全・安心な住みよいまちづくり

人命を守るのは当然 地域の生業を守ることが重要

水害常襲地帯からの脱却

地域に誇りが持てる

人命を守る 生業を守る

安全・安心

命や生活を守る

まずは人命を尊重、
次に生業
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ビジョン達成への方向性 

ビジョンの達成に向けて、『吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」』で位置付

けた取組メニューの推進が必要であるが、現時点において、事業制度が決まっておらず、財源が

確保出来ていない取組メニューもある。さらに地域により氾濫被害特性は異なり、また今後の気

候変動の影響等も踏まえると、地域の特性に応じて流域全体で取組メニューの規模や内容を決定

することが求められるなど、引き続き検討すべき課題が残っている状況である。

表 ８-１ プロジェクト推進にあたっての主な課題 

・今後、令和元年台風第１９号を上回る洪水規模の発生の可能性が懸念される。  

・流域における河川流入量の抑制や、氾濫流の抑制、排水対策等、流域全体の取組でリスクを

分散し、大規模水害に備える必要がある。  

・対策による負荷増大等、新たな利害関係が形成されるため、広域かつ多方面の関係者を交え

た議論・合意形成が必要。  

・事業を推進する制度が無く、財源が確保出来ていない取組メニューがある。  

・地域により氾濫被害特性は異なり、地域の特性に応じた取組メニューが求められる。 

これらの課題を解決し、流域治水の観点でこのプロジェクトを深化させるためには、これまで

議論を進めてきた枠組みを発展させ、「甚大な被害を回避し、早期復旧・復興を見据えて、事前に

備える」（強靱性）、「将来にわたり、継続して対策に取り組み、社会や経済を発展させる」（持続

可能性）、「あらゆる主体が協力して対策に取り組む」（包摂性）のプロジェクト推進の観点を踏ま

えた、ビジョン達成への方向性を取りまとめ、新たなステージで実践する。

図 ８-４ ビジョン達成への方向性 
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将来起こりえる災害を見据えた対策目標の設定 

将来起こりえる災害に対する被害の最小化を図るため、気候変動の影響等も考慮した対策目

標を検討する。

・気候変動の影響等も考慮し、流域全体で氾濫被害の抑制対策目標を検討し、より安全・

安心な地域づくりを図る。

流域視点での合意形成と、地域の特性に即した効果的な施策の立案 

人命と生業を守る効果的な施策を、流域全体を俯瞰しつつ合意形成を図り、地域の特性に即

した形で検討・立案する。

・対策目標に対して、あらゆる流域全体の関係者の協働のもと、施策を立案する。

・流域視点での水災害リスクの分散を図るため、新たな利害関係に対する課題の認識と共

有し、合意形成を図る。

・地域特性に即して、住まい方や土地利用の工夫、環境・開発と防災・減災の調和を図り、

持続的な地域の発展を目指す。

・この結果として、人命を守り、経済的・社会的被害の軽減により生業を守り、地域が主

体的に取り組む効果的な対策を立案する。

あらゆる対策を迅速かつ確実に実施するための事業方策の具体化 

流域治水で推進するために、既存制度も含めて事業の財源を確保する事業方策を具体化する。

・プロジェクトを迅速かつ確実に推進するために、最適な事業や補助制度、共同研究等の

手法を検討する。

・流域治水関連法等、プロジェクトに関連する新たな動きを積極的に取り入れ、プロジェ

クトの深化・拡張を促す。

・取組メニューによっては、民間基金の活用や地域産業の参画を促す等、柔軟な対応によ

り財源の確保や支援に努める。

図 ８-５ 事業化方策のイメージ
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あらゆる関係者が協働し、プロジェクトを実現する協議・推進体制の構築 

あらゆる関係者が協働する協議・推進体制を構築し、合意形成を図りつつ流域視点に立った

一体的なプロジェクトを実現する。

・あらゆる関係者が主体的にプロジェクトに参画し、水災害リスクや対策目標、対策効果

等の情報を共有し、地域の持続可能な発展を図るための協議・推進体制を構築する。

・既存組織との連携・協力、地域住民が主体的に活動するワークショップや地域性・専門

性のある下部組織の設立・協力等、状況に応じて協議・推進の場を形成する。

・施策の持続性を担保するため、流域全体の関係者が常に事業実施状況を監視・調整する

体制を構築する。

図 ８-６ 流域視点に立った協議・推進体制のイメージ 
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おわりに 

吉田川流域の品井沼周辺地域は、古くから水害に悩まされてきたが、先人たちの英知と努力で

それを克服するとともに、周辺の新田開発などによって、人命と地域の生業を守ってきた。また、

昭和６１年８月洪水を契機に全国初の試みとして、本地域で取り組まれてきた「水害に強いまち

づくりモデル事業」は、二線堤の構築やハード・ソフト対策を関係機関と地域住民が一体となっ

て実施する、現在の「流域治水」の考え方を先取りした取り組みであった。

本プロジェクトは、先人たちのこれまでの取り組みやモデル事業の概念と施策を引き継ぎ、流

域のあらゆる関係者が協働して、氾濫被害を最小限にとどめるためのハード対策・ソフト対策に

取り組む流域治水を実践し、人命と地域の生業を守り、安全・安心な社会を形成しようとするも

のである。

気候変動による水害の激甚化・頻発化への対応は全国で喫緊の課題である。

これまでも地域を“みず”から守り、誇りある地域づくりに取り組んできた吉田川流域で実

践する流域治水を「鹿島台・大郷・松島から流域へ、吉田川から全国へ」との合い言葉で、

吉田川モデルとして発信し、我が国の流域治水を先導することを目指していくものである。
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